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資

料日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

史

料

編

纂

所

連
載
に
あ
た
っ
て

『続
日
本
紀
史
料
』
全
二
十
巻
二
十
二
冊
が
完
結
し
た
の
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
の
こ
と
。

第
一
巻
の
出
版
が
昭
和
六
十
二
年
二
月
だ
か
ら
、
完
成
ま
で
に
実
に
二
十
八
年
の
歳
月
を
費
や

し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、『
続
日
本
紀
史
料
』
の
編
纂
は
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
前
身

に
あ
た
る
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
の
開
設
（
昭
和
五
十
三
年
四
月
）
に
ま
で
溯
る
か
ら
、
か

か
る
準
備
の
期
間
も
ふ
く
め
れ
ば
、
こ
の
事
業
に
は
お
よ
そ
三
十
七
年
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

回
顧
す
れ
ば
、
長
期
に
わ
た
る
編
纂
作
業
は
そ
れ
な
り
に
苦
労
も
多
か
っ
た
が
、
今
と
な
っ

て
は
昔
話
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、『
続
日
本
紀
史
料
』
完
成
後
、
次
の
事
業
を
ど
う
す
る
か

と
い
う
問
題
が
持
ち
上
が
っ
た
と
き
の
ほ
う
が
頭
が
痛
か
っ
た
。
六
国
史
編
年
部
門
と
し
て

は
、『
続
日
本
紀
史
料
』
が
完
結
し
た
以
上
、
そ
の
前
後
の
国
史
、
す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』

か
『
日
本
後
紀
』
を
対
象
と
し
た
編
年
史
料
集
の
編
纂
に
着
手
す
べ
き
だ
が
、
い
ず
れ
を
取
り

上
げ
る
に
し
て
も
大
き
な
障
碍
が
あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
の
古
い
部
分
の
年
紀
に
は
延
長
が
あ
り
、
編
年
史
料
集
の

座
標
軸
に
は
利
用
で
き
な
い
。
ま
た
、
い
っ
ぽ
う
の
『
日
本
後
紀
』
は
、『
続
日
本
紀
』
に
続

く
堂
々
た
る
国
史
で
あ
り
な
が
ら
、
全
四
十
巻
の
う
ち
現
存
す
る
の
は
纔わ

ず

か
十
巻
で
あ
っ
て
、

『
日
本
書
紀
』
と
は
別
の
意
味
で
、
編
年
史
料
集
の
基
軸
に
据
え
る
に
は
心
も
と
な
い
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
外
的
な
要
因
か
ら
、『
続
日
本
紀
史
料
』
に
つ
ぐ
編
年
史
料
集
の
編
纂
に
は
な
か

な
か
踏
み
切
れ
な
い
で
い
た
が
、
さ
り
と
て
部
門
を
開
店
休
業
に
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
当

面
の
策
と
し
て
二
つ
の
事
業
を
掲
げ
た
（『
続
日
本
紀
史
料
』
の
補
訂
と
、
同
書
の
活
用
に
向
け
た

文
献
解
題
の
作
成
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
）。

一
つ
は
、『
日
本
書
紀
史
料
』（
假
称
）
作
成
の
た
め
の
準
備
で
、
具
体
的
に
は
、
信
頼
の
お

け
る
『
日
本
書
紀
』
の
テ
キ
ス
ト
作
り
に
向
け
た
古
写
本
の
調
査
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
す
で

に
熱
田
本
『
日
本
書
紀
』
の
調
査
・
研
究
で
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
科
学
研
究
費
な

ど
の
交
付
を
う
け
て
撮
影
し
た
熱
田
本
全
巻
の
影
印
が
、
や
が
て
刊
行
の
運
び
と
な
る
。

い
ま
一
つ
が
、『
日
本
後
紀
史
料
』（
假
称
）
の
刊
行
に
向
け
た
「
日
本
後
紀
史
料
（
稿
）」

の
作
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
続
日
本
紀
史
料
』
が
網
羅
し
え
な
か
っ
た
桓
武
天
皇
朝
の
残
り

の
部
分
（
延
暦
十
一
年
か
ら
大
同
元
年
ま
で
）
に
つ
い
て
、『
続
日
本
紀
史
料
』
と
同
様
の
体
裁

の
原
稿
を
用
意
し
、
後
日
の
『
日
本
後
紀
史
料
』
の
刊
行
に
備
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
の
紙
面
を
藉か

り
て
連
載
を
開
始
す

る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
原
稿
で
あ
る
。
第
一
回
は
、
延
暦
十
一
年
分
を
掲
載
す
る
。
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右
に
も
の
べ
た
と
お
り
、『
続
日
本
紀
史
料
』
は
第
一
巻
刊
行
ま
で
に
九
年
の
準
備
期
間
を

要
し
た
が
、
こ
の
難
事
業
に
取
り
組
ま
れ
た
の
は
、
元
史
料
編
纂
所
所
員
で
現
皇
學
館
大
学
長

の
清
水
潔
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
日
本
を
代
表
す
る
古
代
史
研
究
者
だ
が
、
そ
の
清
水
氏
の
力
を

も
っ
て
し
て
も
、
刊
行
ま
で
に
は
こ
れ
だ
け
の
歳
月
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

わ
れ
わ
れ
菲
才
が
あ
ら
た
に
『
日
本
後
紀
史
料
』
の
稿
を
起
こ
そ
う
と
す
る
と
、『
続
日
本
紀

史
料
』
と
同
じ
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
準
備
期
間
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
火
を
覩み

る
よ
り

も
瞭あ

き
らか

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
続
日
本
紀
史
料
』
完
結
か
ら
僅
々
三
年
の
準
備
期
間
で
、「
日

本
後
紀
史
料
（
稿
）」
の
公
開
に
踏
み
切
る
こ
と
に
は
懸
念
も
多
い
。
と
同
時
に
、
不
備
の
謗そ

し

り
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、『
続
日
本
紀
史
料
』
完
結
後
も
、
六
国
史
編
年
部
門
と
し
て
そ
れ
な
り
に
事
業
を
継

続
し
て
い
る
こ
と
を
内
外
に
周
知
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
、
敢あ

え

て
忸
怩
た
る
思
い
で
未
定

稿
を
公
開
す
る
次
第
で
あ
る
。
も
と
よ
り
不
備
は
承
知
の
上
だ
が
、
将
来
の
『
日
本
後
紀
史
料
』

の
刊
行
に
向
け
た
基
礎
工
事
と
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
か
か
る
微
意
を
お
汲
み

取
り
い
た
だ
き
、
こ
の
事
業
に
対
す
る
、
博
雅
の
ご
批
正
と
ご
支
援
を
乞
う
こ
と
切
で
あ
る
。

（
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長

荊
木

美
行
）

〔
附
記
〕

な
お
、
当
初
は
本
号
に
延
暦
十
二
年
分
（
遠
藤
慶
太
担
当
）
も
掲
載
す
る
つ
も
り
で
組
版
ま
で
し
た

が
、
紙
幅
が
大
幅
に
超
過
す
る
こ
と
か
ら
、
や
む
な
く
こ
れ
を
次
号
送
り
と
し
た
。
ご
諒
解
を
乞
う

次
第
で
あ
る
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）
凡
例

一
、「
日
本
後
紀
史
料
（
稿
）」
は
、『
続
日
本
紀
』
に
つ
ぐ
勅
撰
の
歴
史
書
『
日
本
後
紀
』
を

基
軸
に
、関
聯
資
史
料
を
併
載
し
た
編
年
史
料
集
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
の
は
、『
日
本
後
紀
』

が
網
羅
す
る
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
よ
り
天
長
十
年
（
八
三
三
）
の
四
十
二
年
間
で
あ
る
。

一
、
史
料
の
排
列
は
、
先
行
す
る
『
続
日
本
紀
史
料
』
を
踏
襲
し
た
。
即
ち
、
同
一
記
事
で
は
、

冒
頭
に
『
日
本
後
紀
』
を
置
き
、
以
下
、
原
則
と
し
て
『
類
聚
國
史
』『
日
本
紀
略
』『
扶
桑

略
記
』
を
排
し
、
さ
ら
に
年
代
記
・
記
録
文
書
類
等
の
関
係
史
料
を
ほ
ぼ
成
立
年
代
順
に
掲

げ
た
。

一
、
た
だ
し
、『
日
本
後
紀
』
は
散
逸
が
甚
だ
し
く
、
現
存
す
る
の
は
全
四
十
巻
の
う
ち
、
巻

第
五
・
八
・
十
二
・
十
三
・
十
四
・
十
七
・
二
十
・
二
十
一
・
二
十
二
・
二
十
四
の
十
巻
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
期
間
に
つ
い
て
は
『
日
本
後
紀
』
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
る
こ
と

が
可
能
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
期
間
に
つ
い
て
は
、『
類
聚
国
史
』『
日
本
紀
略
』
な
ど
に
残
る

『
日
本
後
紀
』
逸
文
に
よ
っ
た
。

一
、『
日
本
後
紀
』
本
文
に
つ
い
て
は
、
三
条
西
家
本
を
底
本
と
し
、
朝
日
新
聞
社
本
・
新
訂

増
補
国
史
大
系
本
・
訳
注
日
本
史
料
本
な
ど
を
参
照
し
た
。

一
、
一
々
の
史
料
に
つ
い
て
綱
文
を
立
て
事
実
の
大
要
を
示
し
、
読
者
の
便
宜
と
し
た
。『
日

本
後
紀
』、若
し
く
は
そ
の
逸
文
が
存
す
る
場
合
は
そ
の
文
に
準
拠
し
、并
せ
て『
日
本
紀
略
』

前
篇
を
参
照
し
た
。
そ
れ
以
外
の
史
料
に
よ
っ
て
綱
文
を
立
て
る
場
合
も
、
努
め
て
史
料
中

の
表
現
を
用
い
た
。

一
、
歴
代
天
皇
及
び
朝
廷
の
記
事
は
、
原
則
と
し
て
主
語
を
省
い
た
。
人
名
に
係
る
官
位
・
姓

は
原
則
と
し
て
記
さ
な
い
が
、
薨
卒
記
事
に
は
官
位
・
姓
を
、
賜
姓
記
事
に
は
姓
を
附
し
た
。

一
、
木
簡
・
金
石
文
等
の
断
片
的
な
史
料
や
、
年
月
日
に
係
け
て
綱
文
を
立
て
る
に
至
ら
な
い

史
料
等
は
、「
雜
載
」
と
し
て
、
是
月
条
ま
た
は
是
年
条
に
収
め
た
。
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一
、
年
紀
に
諸
説
が
あ
る
も
の
や
、
内
容
の
真
偽
が
定
ま
ら
な
い
に
つ
い
て
も
広
く
採
録
し
、

注
記
で
そ
の
旨
を
断
っ
た
。

一
、
引
用
の
史
料
は
、
信
頼
の
お
け
る
校
訂
本
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
に
し
た
が
う
が
、『
類
聚

三
代
格
』『
東
大
寺
要
録
』な
ど
、主
要
な
史
料
に
つ
い
て
は
定
評
の
あ
る
古
写
本
に
あ
た
り
、

字
句
を
確
認
し
た
。
依
拠
し
た
写
本
に
つ
い
て
は
、
史
料
名
の
下
に
注
記
し
た
。

一
、「
参
考
」
に
は
、
参
考
と
す
べ
き
史
料
を
掲
出
し
た
が
、
本
文
掲
出
は
最
小
限
に
留
め
、

他
は
史
料
の
所
在
を
注
記
す
る
に
と
ど
め
た
。

一
、
上
欄
見
出
し
は
、
主
に
主
要
用
語
を
掲
げ
、
ほ
か
に
便
宜
、
史
料
を
要
約
し
て
参
考
に
供

し
た
。

一
、
史
料
本
文
に
は
、
可
能
な
限
り
句
読
点
・
返
点
等
を
附
し
て
、
参
考
に
供
し
た
。

一
、
編
者
が
注
記
し
た
文
は
、
首
に
○
を
加
へ
て
史
料
の
あ
と
に
掲
げ
、
ま
た
原
文
中
の
傍
注

等
に
は
（

）
を
施
し
原
文
と
区
別
し
た
。

一
、
原
稿
の
作
成
に
は
、
荊
木
美
行
（
延
暦
十
一
年
）
が
あ
た
り
、
全
体
の
調
整
は
荊
木
と
遠

藤
慶
太
が
行
っ
た
。
な
お
、
素
稿
の
作
成
に
関
し
て
は
、
川
合
洋
子
・
橋
倉
雄
二
氏
の
協
力

を
得
た
。日

本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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延
暦
十
一
年
壬
申
（
七
九
二
年
）

正
月
大

盡

丙
辰
朔

■

一
日
（
丙
辰
）
大
極
殿
に
御
し
て
、
朝
賀
を
受
け
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
一

歳
時
二

元
日
朝
賀

十
一
年
春
正
月
丙
辰
朔
。
皇
帝
御
二

大
極
殿
一

受
二

朝
賀
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

壬申
十
一
年
正
月
丙
辰
朔
。
皇
帝
御
二

大
極
殿
一

受
二

朝
賀
一。

■

二
日
（
丁
巳
）
侍
臣
を
前
殿
に
宴
し
御
被
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
一

歳
時
二

元
日
朝
賀

丁
巳
。
宴
二

侍
臣
於
前
殿
一。
賜
二

御
被
一。

■

七
日
（
壬
戌
）
南
院
に
御
し
て
、
五
位
以
上
を
宴
し
て
祿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

十
一
年
正
月
壬
戌
。
御
二

南
院
一。
宴
二

五
位
以
上
一。
賜
レ

祿
有
レ

差
云
々
。
事
具
二

敍

位
部
一。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
一

歳
時
二

七
日
節
會

十
一
年
正
月
壬
戌
。
御
二

南
院
一。
宴
二

五
位
以
上
一。
賜
レ

祿
有
レ

差
。
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■

敍
位
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

壬
戌
。
敍
位
。

〔
公
卿
補
任
〕
延
暦
十
五
年
條

（
參
議
）
從
四
位
下

和
家
麿
六
十
三

三
月
一
日
壬
辰
任
。
七
月
廿
八
日
正
四
下
。

（
中
略
）
十
一
年
正
月
壬
戌
従
五
上
。（
後
略
）

〔
外
記
補
任
〕

延
暦
十
一
年

大
外
記
外
從
五
位
下
高
村
忌
寸
田
使
正
月
七
日
敍
任

池
原
諸
梶
三
月
轉
任
（
後
略
）

■

九
日
（
甲
子
）
諸
院
を
巡
覽
し
た
ま
ひ
、
猪
隈
院
に
於
い
て
五
位
已
上
を
し
て
射
せ
し
め
、
中
り
た
る
者
に
錢
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
巡
幸

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
正
月
甲
子
。
車
駕
巡
二

覽
諸
院
一。
於
二

猪
隈
院
一。
令
下
二

五
位
已
上
一

射
上。
賜
二

中
者
錢
一。
射
罷
賜
二

五
位
已
上
及
内
命

婦
帛
一

有
レ

差
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
二

歳
時
三

射
禮

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
正
月
甲
子
。
車
駕
巡
二

覽
諸
院
一。
於
二

猪
隈
院
一。
令
下
二

五
位
已
上
一

射
上。
賜
二

中
者
錢
一。
射
罷
賜
二

五
位
已
上
及
内
命

婦
帛
一

有
レ

差
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

甲
子
。
車
駕
巡
二

覽
諸
院
一。
於
二

猪
隈
院
一。
令
下
二

五
位
已
上
一

射
上。
賜
二

中
者
錢
一。

■

十
一
日
（
丙
寅
）
陸
奥
國
の
言
に
よ
る
に
、
斯
波
村
の
夷
、
使
を
遣
は
し
て
、
伊
治
村
の
俘
等
の
遮
闘
を
制
し
、
永
く

降
路
を
開
か
む
こ
と
を
請
ふ
が
故
に
、
物
を
賜
ひ
て
放
還
す
れ
ど
、
常
賜
に
加
ふ
る
こ
と
勿
か
ら
し
む
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
九
十

風
俗

俘
囚

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
正
月
丙
寅
。
陸
奥
國
言
。
斯
波
村
夷
膽
澤
公
阿
奴
志
己
等
。
遣
レ

使
請
曰
。
己
等
思
レ

歸
二

王
化
一。
何
日
忘
之
。
而

爲
二

伊
治
村
俘
等
所
𩘿

遮
。
無
レ

由
二

自
達
一。
願
制
二

彼
遮
闘
一。
永
開
二

降
路
一。
即
爲
レ

示
二

朝
恩
一。
賜
レ

物
放
還
。
夷
狄
之
性
。
虚
言
不
實
。
常

稱
二

歸
服
一。
唯
利
是
求
。
自
今
以
後
。
有
二

夷
使
者
一。
勿
レ

加
二

常
賜
一。

■

十
四
日
（
己
巳
）
是
よ
り
先
、
藥
物
往
々
に
し
て
出
ず
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

己
巳
。
先
レ

是
。
藥
物
往
々
出
。
公
卿
詣
レ

闕
上
表
曰
。
云
々
。

■

十
五
日
（
庚
午
）
傳
燈
大
法
師
施
曉
の
奏
に
よ
り
、
本
寺
の
供
を
以
て
沙
門
の
釋
侶
の
住
處
に
給
ひ
、
山
背
國
の
百
秦

刀
自
女
ら
三
十
一
人
、
其
の
心
願
に
從
ひ
咸み
な

得
度
せ
し
む
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
八
十
七

佛
道
十
四

度
者

十
一
年
正
月
庚
午
。
傳
燈
大
法
師
位
施
曉
奏
曰
。
竊
以
。
眞
理
無
レ

二
。
帝
道
亦
一
。
敷
レ

化
之
門
是
異
。
覆
載
之
功
乃
同
。
故
衞
二

護
萬

邦
一。
唯
資
二

於
佛
化
一。
弘
二

隆
三
寶
一。
靡
レ

非
二

帝
功
一。
夫
沙
門
釋
侶
。
三
界
旅
人
。
離
レ

國
離
レ

家
。
無
レ

親
無
レ

族
。
或
坐
二

山
林
一

而
求
レ

道
。

或
蔭
二

松
栢
一

而
思
レ

禪
。
雖
レ

有
二

避
レ

世
出
レ

塵
之
操
一。
不
レ

忘
二

護
レ

國
利
レ

人
之
行
一。
而
粮
粒
罕
レ

得
。
飢
餓
常
切
。
伏
望
以
二

本
寺
供
一。
給
二

彼
住
處
一。
則
緇
徒
獲
レ

全
二

百
年
之
命
一。
聖
化
遠
流
二

千
載
之
表
一。
又
山
背
國
百
秦
忌
寸
刀
自
女
等
卅
一
人
。
倶
發
二

誓
願
一。
奉
二

爲
聖
朝
一。

自
二

去
寶
龜
三
年
一。
迄
二

于
今
年
一。
毎
年
春
秋
。
悔
過
修
福
。
顧
二

其
精
誠
一。
實
可
二

随
喜
一。
伏
望
從
二

其
心
願
一。
咸
令
二

得
度
一。
並
許
レ

之
。
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〔
元
亨
釋
書
〕
卷
第
二
十
三

資
治
表
四

桓
武

十
有
一
年
。
春
正
月
。
給
二

供
于
頭
陀
所
一。
賜
二

度
于
山
背
秦
氏
一。（
中
略
）

延
暦
十
一
年
。
正
月
。
沙
門
施
曉
奏
曰
。
竊
以
。
眞
理
無
二
。
帝
道
惟
一
。
敷
レ

化
之
門
雖
レ

異
。
覆
載
之
功
乃
同
。
故
衞
二

護
萬
邦
一。

唯
資
二

於
佛
化
一。
弘
二

隆
三
寶
一。
靡
レ

非
二

帝
功
一。
又
夫
沙
門
釋
子
。
三
界
旅
人
。
離
レ

家
離
レ

郷
。
無
レ

親
無
レ

族
。
或
坐
二

山
林
一

而
求
レ

道
。

或
蔭
二

松
栢
一

而
思
レ

禪
。
雖
レ

有
二

避
レ

世
出
レ

塵
之
操
一。
不
レ

忘
二

護
レ

國
利
レ

人
之
行
一。
而
粮
粒
罕
得
。
飢
餓
常
切
。
伏
望
。
本
州
國
分
之

供
。
分
給
二

彼
所
一。
然
則
。
輜
徒
得
二

不
レ

虞
而
修
一。
聖
恩
有
二

弗
レ

督
而
化
一。
制
可
。
又
奏
曰
。
山
背
之
民
奏
氏
及
女
某
等
三
十
一
人
。

自
二

去
寶
龜
三
年
一

迄
レ

今
。
毎
歳
春
秋
悔
過
修
練
。
其
精
誠
寔
可
レ

憐
。
伏
願
。
天
慈
賜
レ

度
。
又
旌
レ

善
之
一
化
也
。
制
可
。
是
歳
。
田

一
千
畝
納
二

梵
釋
寺
一。

■

十
七
日
（
戊
寅
）
南
院
に
幸
し
て
射
を
觀
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
二

歳
時
三

射
禮

壬
申
。
幸
二

南
院
一

觀
レ

射
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

壬
申
。
幸
二

南
院
一

觀
レ

射
。

■

二
十
日
（
乙
亥
）
登
勒
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

十
一
年
正
月
乙
亥
。
遊
二

獵
于
登
勒
野
一。
獵
罷
臨
二

葛
野
川
一。
賜
二

從
臣
酒
一。

賜
酒

■

二
十
三
日
（
戊
寅
）
山
背
國
の
地
四
十
町
を
紀
船
守
に
賜
ふ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
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戊
寅
。
山
背
國
地
卌
町
賜
二

大
納
言
紀
船
守
一。

■

二
十
七
日
（
壬
午
）
地
、
震
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七
十
一

災
異
五

地
震

十
一
年
正
月
壬
午
。
地
震
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

壬
午
。
地
震
。

■

二
十
八
日
（
癸
未
）
藤
原
小
黒
麻
呂
、
奉
獻
す
。
五
位
以
上
及
び
藤
原
氏
の
六
位
以
上
に
物
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

十
一
年
正
月
癸
未
。
大
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
小
黒
麻
呂
奉
獻
。
五
位
以
上
及
藤
原
氏
六
位
以
上
賜
レ

物
有
レ

差
。

■

二
十
九
日
（
甲
申
）
白
氣
、
日
を
貫
く
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

甲
申
。
白
氣
貫
レ

日
。

【
參
考
】

〔
晋
書
〕
卷
第
十
二

天
文
志
中

史
傳
事
驗
（
中
華
書
局
本
）

恭
帝
元
熙
二
年
正
月
壬
辰
。
白
氣
貫
レ

日
。
東
西
有
二

直
珥
一。
各
一
丈
。
白
氣
貫
レ

之
交
帀
。
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二
月
大

盡

丙
戌
朔

■

一
日
（
丙
戌
）
大
極
殿
に
御
し
て
、
朝
禮
を
聽
き
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
二
十
八

帝
王
八

天
皇
聽
朝

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
二
月
丙
戌
朔
。
皇
帝
御
二

大
極
殿
一。
聽
二

朝
禮
一

也
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

二
月
丙
戌
朔
。
皇
帝
御
二

大
極
殿
一。
聽
二

朝
禮
一

也
。

■

二
日
（
丁
亥
）
任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
亥
。
任
官
。

〔
公
卿
補
任
〕
延
暦
十
一
年
條

（
參
議

從
四
位
上
）

石
川
眞
守

右
大
辨
。
二
月
丁
亥
兼
大
和
守
。
四
月
轉
兼
左

京
大
夫
。

〔
公
卿
補
任
〕
延
暦
十
五
年
條

（
參
議
）
從
四
位
下

和
家
麿
六
十
三

三
月
一
日
壬
辰
任
。
七
月
廿
八
日
正
四
下
。

（
中
略
）
二
月
丁
亥
兼
美
乃
介
（
助
如
レ

元
）。（
後
略
）

■

六
日
（
辛
卯
）
水
生
野
に
遊
獦
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
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所
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二
月
辛
卯
。
遊
二

獦
於
水
生
野
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

辛
卯
。
遊
二

獵
於
水
生
野
一。

■

七
日
（
壬
辰
）
侍
臣
を
宴
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

二
月
壬
辰
。
宴
二

侍
臣
一。
賜
レ

物
有
レ

差
。

■

十
日
（
乙
未
）
任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

乙
未
。
任
官
。

〔
公
卿
補
任
〕
延
暦
二
十
四
年
條

（
參
議
）

正
四
位
下

菅
野
眞
道
六
十
五

（
中
略
）

十
一
年
二
月
乙
未
治
部
大
輔
（
學
士
佐
守
如
レ

元
）。（
後
略
）

■

十
五
日
（
庚
子
）
伊
豫
親
王
、
冠
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

庚
子
。
伊
豫
親
王
冠
。

■

十
八
日
（
癸
卯
）
大
原
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。
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〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

癸
卯
。
遊
二

獵
于
大
原
野
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

癸
卯
。
遊
二

獵
于
大
原
野
一。

■

十
九
日
（
甲
辰
）
大
和
國
高
市
郡
の
水
田
一
町
を
長
谷
・
川
原
寺
に
施
入
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
八
十
二

佛
道
九

寺
田
地

十
一
年
二
月
甲
辰
。
以
二

大
和
國
高
市
郡
水
田
一
町
一。
施
二

入
長
谷
川
原
寺
一。

■

二
十
七
日
（
壬
子
）
栗
前
野
に
遊
獵
し
た
ま
ひ
、
罷
り
て
右
大
臣
藤
原
是
公
の
別
業
に
御
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

壬
子
。
遊
二

獵
于
栗
前
野
一。
獵
罷
御
二

右
大
臣
藤
原
朝
臣
是
公
別
業
一。
賜
レ

物
有
レ

差
。

■

二
十
八
日
（
癸
丑
）
諸
衞
府
を
率
ゐ
て
平
城
の
舊
宮
を
守
ら
し
む
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

癸
丑
。
率
二

諸
衞
府
一

守
二

平
城
舊
宮
一。

■

二
十
九
日
（
甲
寅
）
京
中
を
巡
幸
し
た
ま
ひ
、
藤
原
乙
叡
の
第
に
御
し
、
宴
飲
し
て
樂
を
奏
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
巡
幸

二
月
甲
寅
。
巡
二

幸
京
中
一。
御
二

兵
部
大
輔
從
四
位
下
藤
原
朝
臣
乙
叡
第
一。
宴
飲
奏
レ

樂
。
父
右
大
臣
繼
繩
獻
二

布
帛
一。

父
の
右
大
臣
繼
繩
奉
獻
す

賜
二

從
官
一

有
レ

差
。

大
臣
孫
正
六
位
上
諸
主
授
二

從
五
位
下
一。

從
官
に
物
を
賜
ひ
、
大
臣
の

孫
諸
主
に
位
を
授
く

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

甲
寅
。
巡
二

幸
京
中
一。
御
二

兵
部
大
輔
藤
原
乙
叡
第
一。
宴
飲
奏
レ

樂
。

■

三
十
日
（
乙
卯
）
大
藏
省
、
善
珠
法
師
に
施
す
所
の
絁
綿
の
類
、
法
師
辭
び
て
受
け
ざ
る
に
よ
り
、
官
庫
に
返
納
せ
む

こ
と
を
奏
請
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
八
十
六

佛
道
十
三

施
物
僧

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
二
月
乙
卯
。
大
藏
省
奏
請
。
頃
年
所
レ

施
二

善
珠
法
師
一

絁
綿
類
。
以
二

法
師
辭
而
不
𩘿

受
。
物
實
在
レ

省
。
伏
望

依
レ

數
返
二

納
官
庫
一。
上
聞
而
驚
焉
。

■

是

月

雜
載

〔
二
所
太
神
宮
例
文
〕

若
麿
第
廿
一

祭
主
広
見
孫
也
。
延
暦
十
一
年
二
月
廿
日
任
。
在
任
五
年
。
今
年
太
神
宮
臨
時
遷
宮
。
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三
月
小

盡

丙
辰
朔

■

二
日
（
丁
巳
）
南
園
に
幸
し
て
禊
飲
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
三

歳
時
四

三
月
三
日

十
一
年
三
月
丁
巳
。
幸
二

南
園
一。
禊
飲
。
命
二

群
臣
一

賦
レ

詩
。
賜
レ

綿
有
レ

差
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

三
月
丁
巳
。
幸
二

南
園
一。
禊
飲
。

【
參
考
】

〔
令
義
解
〕
雑
令
40
、
諸
節
日
條

凢
正
月
一
日
。
七
日
。
十
六
日
。
三
月
三
日
。
五
月
五
日
。
七
月
七
日
。
十
一
月
大
甞
日
。
皆
二

爲
節
日
一。
其
普
賜
。
臨
時
聽
レ

勑
。

■

十
日
（
乙
丑
）
榲
谷
に
行
幸
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

乙
丑
。
行
二

幸
榲
谷
一。

■

十
七
日
（
壬
申
）
詔
旨
に
遵
わ
ず
、
職
に
背
き
て
出
去
す
る
に
よ
り
、
安
曇
繼
成
を
佐
渡
國
に
流
す
。
特
に
恩
旨
有
り

て
死
を
減
ず
る
な
り
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
八
十
七

刑
法
一

配
流

十
一
年
三
月
壬
申
。
流
二

内
膳
奉
膳
正
六
位
上
安
曇
宿
禰
繼
成
於
佐
渡
國
一。
初
安
曇
高
橋
二
氏
常
爭
下

供
二

奉
神
事
一。
行
立
前
後
上。
是
以
去

年
十
一
月
新
嘗
之
日
。
有
レ

勅
以
二

高
橋
氏
一

爲
レ

前
。
而
繼
成
不
レ

遵
二

詔
旨
一。
背
レ

職
出
去
。
憲
司
請
レ

誅
レ

之
。
特
有
二

恩
旨
一

以
減
レ

死
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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〔
西
宮
記
〕
卷
第
六
（
裏
書
）

延
暦
十
一
年
三
月
壬
申
。
流
二

内
膳
奉
膳
正
六
位
上
安
曇
宿
禰
繼
成
於
佐
渡
國
一。
初
安
曇
高
橋
二
氏
。
常
爭
下

供
二

奉
神
事
一

行
立
前
後
上。
是

以
去
年
十
一
月
新
嘗
會
之
日
。
有
レ

勅
。
以
二

高
橋
氏
一

爲
レ

前
。
而
繼
成
不
レ

遵
二

詔
旨
一。
背
レ

職
出
去
。
憲
司
請
レ

誅
。
特
有
二

恩
旨
一。
以
減

死
レ

論
。

〔
本
朝
月
令
〕
六
月
（
九
條
家
舊
藏
本
、
宮
内
廳
書
陵
部
藏
）

同
日
神
今
食
祭
事
。
見
二

儀
式
一。

高
橋
氏
文
云
。

高
橋
氏
文

太
政
官
符
神
祇
官
。
定
下

高
橋
安
曇
二
氏
供
二

奉
神
事
御
膳
一。
行
立
先
後
上

事
。
右
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
。
奉
レ

勅
。
如
レ

聞
。

先
代
所
レ

行
。
神
事
之
日
。
高
橋
朝
臣
等
立
レ

前
供
奉
。
安
曇
宿
禰
等
。
更
无
レ

所
レ

爭
。
但
至
二

于
飯
高
天
皇
御
世
一。
靈
龜
二
年
十
二
月
。

神
今
食
之
日
。
奉
膳
從
五
位
下
安
曇
宿
禰
刀
語
二

典
膳
從
七
位
上
高
橋
朝
臣
乎
具
須
比
一

曰
。
刀
者
官
長
年
老
。
請
二

立
レ

前
供
奉
一。
此
時
。

乎
具
須
比
答
云
。
神
事
之
日
。
供
二

奉
御
膳
一

者
。
膳
臣
等
之
職
。
非
二

他
氏
之
事
一。
而
刀
猶
強
論
。
乎
具
須
比
不
レ

肯
。
如
レ

此
相
論
。
聞
二

於
内
裏
一。
有
二

勅
判
一。
累
世
神
事
。
不
レ

可
二

更
改
一。
宜
依
レ

例
行
レ

之
。
自
レ

爾
以
來
。
无
レ

有
二

爭
論
一。
至
二

于
寶
龜
六
年
六
月
一。

神
今
食

神
今
食
之

日
。
安
曇
宿
禰
廣
吉
強
進
レ

前
立
。
與
二

高
橋
波
麻
呂
一

相
爭
。
挽
二

却
廣
吉
一。
事
畢
之
後
。
所
司
科
レ

祓
。
于
時
波
麻
呂
固
辭
。
无
レ

罪
何
共

爲
レ

祓
。
是
言
上
聞
。
更
有
二

勅
判
一。
上
中
之
祓
。
科
二

廣
吉
一

訖
。
其
後
廣
吉
等
。
妄
以
二

僞
辭
一。
加
二

附
氏
記
一。
以
レ

此
申
聞
。
自
得
レ

爲
レ

先
。

因
レ

玆
高
橋
朝
臣
等
。
雖
レ

不
二

敢
披
訴
一。
而
憂
憤
之
状
。
稍
有
二

顯
聞
一。
去
延
暦
八
年
。
爲
レ

有
二

私
事
一。
各
進
二

記
文
一。
即
喚
二

二
氏
一。

勘
二

問
事
由
一。

日
本
紀

兼
搜
二

撿
日
本
紀
及
二
氏
私
記
一。
乃
知
二

高
橋
氏
之
可
𩘿

先
。
而
事
經
二

先
朝
一。
不
レ

忍
二

卒
改
一。
思
三

欲
令
二

一
先
一
後
彼
此

無
𩘿

憂
。
雖
レ

未
レ

勅
二

所
司
一。
而
毎
レ

臨
二

祭
事
一。
宜
二

知
二
氏
一

遞
令
二

先
後
一。
而
今
内
膳
司
奉
膳
正
六
位
上
安
曇
宿
禰
繼
成
。
去
年
六
月

十
一
月
十
二
月
。
三
度
神
事
。
頻
爭
レ

在
レ

前
。
猶
不
レ

肯
進
。
仍
勅
下

應
二

遞
先
後
一

之
状
上。
比
來
頻
已
告
訖
。
宜
三

此
度
依
レ

次
令
二

高
橋
先
一。

而
繼
成
不
レ

奉
宣
勅
一。
直
出
而
退
。
竟
不
二

供
奉
一。
爲
レ

臣
之
理
。
豈
如
レ

此
乎
。
宜
下

稽
二

故
事
一。
以
定
二

其
次
一。
兼
論
レ

所
レ

犯
。
准
レ

法
科

斷
上

者
。
謹
案
二

日
本
紀
一。
卷
向
日
代
宮
御
宇
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
五
十
三
年
。
巡
二

狩
東
國
一。
渡
二

淡
水
門
一。
是
時
聞
二

覺
駕
鳥
之
聲
一。

欲
レ

見
二

其
形
一。
尋
レ

之
出
二

海
中
一。
仍
得
二

白
蛤
一。
於
レ

是
膳
臣
遠
祖
名
磐
鹿
六
鴈
。
高
橋
祖
也
。
以
レ

𦸦
爲
二

手
繦
一。
白
蛤
爲
レ

膾
而
進
レ

之
。
故
美
二

六
鴈
臣
一

而
賜
二

膳
大
伴
部
一。
檢
二

其
家
記
一。
略
同
二

於
此
一。
是
高
橋
氏
預
二

奉
御
膳
一

之
由
也
。
降
及
二

輕
嶋
明
宮
御
宇
譽
田
天
皇
三
年
一。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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處
々
海
人
訕
二

吠
之
一

不
レ

從
レ

命
。
乃
遣
二

安
曇
連
祖
大
濱
宿
禰
一。
平
之
日
。
爲
二

海
人
之
宰
一。
是
安
曇
氏
預
二

奉
御
膳
一

之
由
也
。
又
安
曇
宿

禰
等
欵
云
。
御
間
城
入
彦
五
十
瓊
殖
天
皇
御
世
。
己
等
遠
祖
大
栲
成
吹
火
始
奉
二

御
膳
一

者
。
仍
檢
二

其
私
記
文
一。
追
注
行
下
。
筆
迹
殊
拙

不
レ

庶
レ

字
。
奸
詐
之
端
於
レ

是
見
矣
。
然
則
考
二

之
國
史
一。
求
二

之
家
記
一。
磐
鹿
六
鴈
委
二

質
於
前
一。
大
濱
宿
禰
策
二

名
於
後
一。
時
經
二

五
代
一。

逾
二

二
百
一。
相
去
懸
遠
。
更
无
レ

可
レ

疑
二

先
後
之
次
一。
事
已
灼
然
。
理
須
下

以
二

高
橋
一

爲
レ

先
。
安
曇
在
𦌨

後
。
又
繼
成
固
二

執
僞
記
一。
臨
レ

事

爭
レ

先
。
恣
レ

意
遁
去
。
遂
不
二

供
奉
一。
不
レ

承
二

詔
命
一。
無
二

人
臣
禮
一。
此
而
不
レ

正
。
何
以
懲
レ

後
。
仍
案
二

職
制
律
一

云
。
對
二

捍
詔
使
一。
而

無
二

人
臣
之
禮
一

者
絞
。
名
例
律
云
。
對
二

捍
詔
使
一。
而
無
二

人
臣
之
禮
一

者
。
爲
二

大
不
敬
一。
又
云
。
犯
二

八
虐
一

獄
成
者
除
名
者
。
今
繼
成

所
レ

犯
。
准
レ

犯
依
レ

律
。
處
二

絞
刑
一

令
二

除
名
一、
謹
具
レ

状
奏
聞
者
。
奉
レ

勅
。
宜
下

宥
二

其
死
一。
以
處
中

遠
流
上。
自
餘
依
レ

奏
者
。
官
宜
三

承
知

以
爲
二

永
例
一。
符
到
奉
行
。
延
暦
十
一
年
三
月
十
九

（
マ
マ
）

日
。

■

二
十
日
（
乙
亥
）
美
作
國
、
白
雉
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
六
十
五

祥
瑞
上

雉

十
一
年
三
月
乙
亥
。
美
作
國
獻
二

白
雉
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

乙
亥
。
美
作
國
獻
二

白
雉
一。

【
參
考
】

〔
延
喜
式
〕
卷
二
十
一

治
部
省

（
前
略
）
白
雉
。
岱
宗
之

精
也
。
（
中
略
）

右
中
瑞

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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■

二
十
三
日
（
戊
寅
）
失
火
に
遭
ひ
た
る
に
よ
り
天
照
太
神
の
宮
を
造
る
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三

神
祇
三

伊
勢
太
神

十
一
年
三
月
戊
寅
。
造
二

伊
勢
國
天
照
太
神
宮
一。
以
レ

遭
二

失
火
一

也
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

戊
寅
。
造
二

伊
勢
國
天
照
太
神
宮
一。
以
レ

遭
二

失
火
一

也
。

○
夜
盗
あ
り
て
伊
勢
太
神
宮
の
正
殿
・
財
殿
等
を
焼
き
し
こ
と
延
暦
十
年
八
月
三
日
條
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

627
）、
參
議
紀
古
佐
美
ら
を
遣
は
し

て
神
宮
の
焚
か
れ
た
る
を
謝
し
、
ま
た
使
を
遣
は
し
て
修
造
せ
し
む
こ
と
同
月
十
四
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

641
）、
伊
勢
太
神
宮
の
宮
司
・
禰
宜
、

度
會
郡
司
ら
を
推
問
す
る
こ
と
同
年
九
月
是
月
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

652
）、
伊
勢
太
神
宮
の
大
内
人
・
度
會
郡
司
ら
に
大
祓
を
科
し
解
任
せ
し
こ

と
同
年
十
月
是
月
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

660
）、
造
太
神
宮
司
を
任
ず
る
こ
と
同
年
十
二
月
是
月
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

676
）
條
參
照
。

■

曲
宴
あ
り
て
、
五
位
以
上
に
錢
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

三
月
戊
寅
。
曲
宴
。
賜
二

五
位
以
上
錢
一

有
レ

差
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
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四
月
小

盡

乙
酉
朔

■

二
日
（
丙
戌
）
大
納
言
紀
船
守
薨
ず
。
詔
し
て
、
正
二
位
右
大
臣
を
贈
り
た
ま
ふ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

四
月
丙
戌
。
大
納
言
紀
船
守
薨
。
詔
贈
二

正
二
位
右
大
臣
一。

〔
公
卿
補
任
〕
天
應
元
年
條

（
參
議
）
從
四
位
上

紀
船
守

六
月
廿
七
日
任
。
權
中
將
如
元
。
七
月
丁
卯
兼
内
藏
頭
。
天
平
三
年
辛
未
生
。

紀
角
宿
禰
十
世
之
孫
。
從
七
位
下
猿
取
男
（
或
云
。
𧸁
邑
孫
。
抹
取
子
）。

〔
頭
書
云
〕
小
野
宮
本
云
。
贈
二

太
政
大
臣
正
一
位
諸
人
長
子
一。
或
本
云
。
押
勝
謀
反
之
時
。
以
二

授
刀
一

射
二

殺
逆
黨
中
衞
將
監
矢
田
部
老
麿
一。

天
平
寶
字
年
中
起
レ

家
任
二

授
刀
一。
八
年
九
月
大
師
押
勝
謀
反
。
高
野
天
皇
遣
レ

使
収
二

中
院
鈴
印
一。
押
勝
聞
レ

之
令
二

其
子
訓
儒
麿
等
奪
𩘿

之
。
天
皇
遣
レ

使
射
殺
レ

之
。
于
レ

時
授

刀
從
七
位
下
船
守
令
レ

射
二

殺
之
一。
依
二

此
功
一

授
二

從
五
位
下
勳
五
等
一。
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
己
亥
爲
二

撿
校
兵
庫
軍
監
一。
三
年
三
月
戊
寅
兼
二

紀
伊
介
一（
近
衞
將
監
如
レ

元
）。

四
年
八
月
丁
巳
兼
二

紀
伊
守
一

（
將
監
如
レ

元
）。
寶
龜
二
年
閏
三
月
戊
子
朔
兼
二

但
馬
介
一。
十
一
月
丁
亥
從
五
上
。
五
年
兼
二

内
厩
助
一。
六
年
九
月
戊
午
爲
二

近
衞
員
外
少
將
一。

八
年
正
月
戊
寅
土
左
守
。
九
年
十
二
月
庚
子
近
衞
少
將
（
守
如
レ

元
）。
十
年
正
月
癸
丑
正
五
上
。
十
一
年
九
月
癸
卯
從
四
下
。
天
應
元
年
四
月
癸
丑
從
四
位
上
。
五
月
乙
丑

爲
二

近
衞
權
中
將
一。
六
月
廿
七
日
甲
寅
任
參
木
（
中
將
如
レ

元
）。

〔
公
卿
補
任
〕
延
暦
十
一
年
條

（
大
納
言
）
正
三
位

紀
船
守
六
十
二

四
月
二
日
薨
。
式
部
卿
。
近
衞
大
將
。
天
皇
甚
哀
悼
。
不
レ

視
レ

事
三
日
。
贈
二

右
大
臣
正
二
位
一。〔
參
議
五
年
。
中
納
言
七
年
。
近

衞
大
將
八
年
。
大
納
言
二
年
。〕

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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【
參
考
】

〔
紀
氏
系
圖
〕（
群
書
類
從
）

猿
取
從
五
上

船
守
正
三
大
納
言

参
木
式
部
卿
延
暦
十
一
四
二
薨
六
十
二

梶
長
正
三
中
納
言

大
同
元
十
三
薨
五
十
三

家
守
從
四
上
三
乃
守

三
木
左
大
辨

田
長
従
四
下

女
子
平
城
妃

○
藤
原
仲
麻
呂
の
叛
亂
に
際
し
、
仲
麻
呂
と
天
皇
が
中
宮
院
の
鈴
印
を
奪
い
合
ひ
、
詔
使
と
し
て
仲
麻
呂
の
遣
は
し
た
中
衞
將
監
矢
田
部
老
を
射
殺

し
印
を
奪
ひ
し
こ
と
天
平
寶
字
八
年
九
月
十
一
日
（『
續
紀
史
料
』
十
三

－

64
）、
時
に
授
刀
あ
り
。
そ
の
功
に
よ
り
從
五
位
下
に
同
日
敍
せ
ら
る
。

功
田
八
町
を
賜
ひ
、
子
に
傳
へ
し
を
許
さ
れ
し
こ
と
天
平
神
護
二
年
二
月
廿
一
日
（『
續
紀
史
料
』
十
四

－

10
）、
撿
校
兵
庫
軍
監
に
任
ぜ
ら
れ
し

こ
と
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
廿
九
日
（『
續
紀
史
料
』
十
五

－

113
）、
近
衞
將
監
從
五
位
下
で
紀
伊
介
を
兼
ね
し
こ
と
同
三
年
三
月
十
日
（『
續
紀
史

料
』
十
五

－

165
）、
近
衞
少
將
で
紀
伊
守
を
兼
ね
し
こ
と
寶
龜
元
年
八
月
廿
八
日
（『
續
紀
史
料
』
十
五

－

458
）、
再
度
近
衞
將
監
と
あ
り
て
但
馬
介

を
兼
ね
し
こ
と
同
二
年
閏
三
月
一
日
（『
續
紀
史
料
』
十
六

－

132
）、
從
五
位
上
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
年
十
一
月
廿
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
六

－

228
）、
紀
伊
守
の
ま
ま
で
近
衞
員
外
少
將
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
六
年
九
月
廿
七
日
（『
續
紀
史
料
』
十
七

－

232
）、
土
佐
守
を
兼
ね
し
こ
と
同
八
年

正
月
廿
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
七

－

402
）、
内
厩
助
・
土
佐
守
の
ま
ま
近
衞
少
將
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
九
年
二
月
廿
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

15
）、
正
五
位
上
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
十
年
正
月
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

122
）、
從
四
位
下
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
十
一
年
十
月
十
三
日

（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

359
）、
從
四
位
上
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
天
應
元
年
四
月
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

537
）、
内
厩
助
の
ま
ま
近
衞
員
外
中

將
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
年
五
月
七
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

543
）、
參
議
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
年
六
月
二
十
七
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

582
）、

内
厩
頭
を
兼
ね
し
こ
と
同
年
七
月
十
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

587
）、
内
厩
頭
の
ま
ま
常
陸
守
を
兼
ね
し
こ
と
延
暦
元
年
六
月
二
十
日
（『
續
紀
史

料
』
十
九

－

49
）、
正
四
位
下
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
月
二
十
一
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

51
）、
内
厩
頭
・
常
陸
守
の
ま
ま
近
衞
中
將
に
任
ぜ
ら

れ
し
こ
と
同
二
年
二
月
二
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

117
）、
正
四
位
上
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
年
七
月
十
九
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

174
）、

造
長
岡
宮
使
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
三
年
六
月
十
日（『
續
紀
史
料
』十
九

－

253
）、賀
茂
社
に
奉
幣
し
遷
都
の
由
を
告
げ
し
む
こ
と
同
月
十
三
日（『
續

紀
史
料
』
十
九

－

256
）、
内
厩
頭
・
常
陸
守
の
ま
ま
中
宮
大
夫
を
兼
ね
し
こ
と
同
年
七
月
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

264
）、
遷
都
に
よ
り
賀
茂

上
下
二
社
を
從
二
位
に
敍
す
た
め
遣
は
さ
れ
し
こ
と
同
年
十
一
月
二
十
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

294
）、
從
三
位
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
年
十
二

月
二
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

298
）、
中
宮
大
夫
・
常
陸
守
の
ま
ま
近
衞
大
將
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
四
年
正
月
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

318
）、
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
年
十
一
月
二
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

505
）、
中
納
言
・
近
衞
大
將
の
ま
ま
式
部
卿
を
兼
ね
し
こ
と
同

五
年
二
月
十
七
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

21
）、
皇
太
子
元
服
に
冠
を
加
ふ
こ
と
同
七
年
正
月
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

171
）、
征
東
將
軍

紀
古
佐
美
の
敗
軍
の
状
を
太
政
官
曹
司
に
お
い
て
勘
問
せ
し
こ
と
同
八
年
九
月
十
九
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

352
）、
正
三
位
に
敍
せ
ら
れ
し
こ

と
同
九
年
二
月
二
十
七
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

408
）、
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
十
年
正
月
十
六
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

565
）、
山
背

國
地
四
十
町
を
賜
は
り
し
こ
と
同
十
一
年
正
月
二
十
三
日
條
參
照
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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■

攝
津
國
嶋
上
郡
に
在
り
し
菅
原
寺
・
梶
原
僧
寺
・
尼
寺
の
野
を
法
制
に
縁
り
て
本
主
に
還
與
し
、
大
井
寺
・
藤
原
不
比

等
・
藤
原
房
前
・
藤
原
清
河
の
野
は
舊
に
随
ひ
て
給
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
八
十
二

佛
道
九

寺
田
地

四
月
丙
戌
。
在
二

攝
津
國
嶋
上
郡
一

菅
原
寺
野
五
町
。
梶
原
僧
寺
野
六
町
。
尼
寺
野
二
町
。
或
寺
家
自
買
。
或
債
家
所
償
。
並
縁
二

法
制
一。

還
二

與
本
主
一。
大
井
寺
野
廿
五
町
。
贈
太
政
大
臣
正
一
位
藤
原
朝
臣
不
比
等
野
八
十
七
町
。
贈
太
政
大
臣
正
一
位
藤
原
朝
臣
房
前
野

六
十
七
町
。
故
入
唐
大
使
贈
從
二
位
藤
原
朝
臣
清
河
野
八
十
町
。
或
久
載
二

寺
帳
一。
或
世
爲
二

家
野
一。
因
随
レ

舊
給
レ

之
。

■

二
十
一
日
（
乙
巳
）
近
衞
大
將
を
任
ず
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

乙
巳
。
任
官
。
從
四
位
下
大
中
臣
諸
魚
爲
二

近
衞
大
將
一。
云
々
。

■

近
衞
・
中
衞
兩
府
の
大
將
、
舊
に
依
り
從
四
位
上
の
官
と
爲
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

乙
巳
。（
中
略
）
勅
。
近
衞
中
衞
兩
府
大
將
。
元
從
四
位
上
官
也
。
去
天
平
神
護
元
年
。
改
爲
二

正
三
位
官
一。
宜
三

依
レ

舊
爲
二

從
四
位
上
官
一。

○
中
衞
大
將
の
相
当
位
を
正
三
位
に
改
め
し
こ
と
天
平
寶
字
二
年
八
月
二
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
一

－

37
）、
近
衞
大
將
が
正
三
位
の
官
と
な
り

し
こ
と
天
平
神
護
元
年
二
月
三
日
條
（『
續
紀
史
料
』
十
三

－

271
）
參
照
。
な
ほ
、
近
衞
大
將
が
從
三
位
、
中
衞
大
將
が
正
四
位
上
に
改
め
ら
れ
し

こ
と
延
暦
十
八
年
四
月
二
十
七
日
に
見
ゆ
。

■

二
十
五
日
（
己
酉
）
曲
宴
あ
り
て
、
五
位
已
上
に
帛
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

四
月
己
酉
。
曲
宴
。
賜
二

五
位
已
上
帛
一

有
レ

差
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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五
月
大

盡

甲
寅
朔

■

六
日
（
己
未
）
頻
年
、
旱
災
有
る
を
以
て
馬
射
を
停
む
。
侍
臣
に
宴
し
、
樂
を
奏
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
三

歳
時
四

五
月
五
日

十
一
年
五
月
己
未
。
停
二

馬
射
一。
以
三

頻
年
有
二

旱
災
一

也
。
宴
二

侍
臣
一。
奏
レ

樂
。
賜
レ

物
有
レ

差
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

五
月
己
未
。
停
二

馬
射
一。
以
三

頻
年
有
二

旱
災
一

也
。

■

十
一
日
（
甲
子
）
唐
女
の
李
自
然
に
位
を
授
く
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

甲
子
。
唐
女
李
自
然
授
二

從
五
位
下
一。
自
然
從
五
位
下
大
春
日
淨
足
之
妻
也
。

春
日
朝
臣
淨
足
の
妻

入
唐
娶
二

自
然
一

爲
レ

妻
。
歸
朝
之
日
。
相
隨
而
來
。

■

十
七
日
（
庚
午
）
葛
野
川
に
幸
し
、
右
大
臣
藤
原
繼
繩
の
別
業
に
御
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

庚
午
。
幸
二

葛
野
川
一。
便
御
二

右
大
臣
藤
原
繼
繩
別
業
一。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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六
月
大

盡

甲
申
朔

■

一
日
（
甲
申
）
寒
き
に
よ
り
、
人
絮
を
著
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

六
月
甲
申
朔
。
寒
。
人
或
著
レ

絮
。

■

三
日
（
丙
戌
）
任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丙
戌
。
任
官
。

■

五
日
（
戊
子
）
皇
太
子
安
殿
親
王
病
む
に
よ
り
、
畿
内
名
神
に
奉
幣
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

戊
子
。
奉
二

幣
於
畿
内
名
神
一。
以
二

皇
太
子
病
一

也
。

○
皇
太
子
の
寝
膳
、
適
に
乖
け
る
に
よ
り
、
京
下
の
七
寺
に
於
て
誦
經
せ
し
こ
と
延
暦
九
年
九
月
三
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

499
）、
宿
禱
に
縁
り

伊
勢
太
神
宮
に
向
ひ
た
ま
ひ
し
こ
と
延
暦
十
年
十
月
二
十
七
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

659
）、
帰
京
せ
し
こ
と
同
年
十
一
月
十
一
日
條
（『
續
紀
史

料
』
二
十

－

668
）
參
照
。

■

七
日
（
壬
戌
）
勅
し
て
、
京
畿
・
七
道
諸
國
の
兵
士
は
停
廢
に
從
ふ
も
、
陸
奥
・
出
羽
・
佐
渡
三
國
と
大
宰
府
の
兵
士

は
舊
に
依
り
て
置
き
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
十
八

軍
毅
兵
士
鎭
兵
事

勅
。
随
レ

時
宣
レ

化
。
救
レ

弊
之
術
已
殊
。
垂
レ

機
濟
レ

民
。
爲
レ

治
之
方
斯
在
。
朕
𧩐
膺
二

寶
暦
一。
嗣
二

守
洪
基
一。
毎
念
二

黎
蒸
一。
无
レ

忘
二

鑒
𨉶
一。

頃
年
在
外
國
司
多
乖
二

朝
憲
一。
頻
頒
二

制
令
一。
罕
二

能
遵
行
一。
夫
兵
士
之
設
備
二

於
非
常
一。
而
國
司
軍
毅
非
レ

理
役
使
。
徒
致
二

公
家
之
費
一。
還

爲
二

姧
吏
之
資
一。
靜
言
二

於
此
一。
爲
レ

弊
良
深
。
宜
下

京
畿
及
七
道
諸
國
並
從
二

停
廢
一

以
省
中

勞
役
上。

勞
役

但
陸
奥
出
羽
佐
渡
等
國
及
大
宰
府
者
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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地
是
邊
要

邊
要

不
レ

可
レ

無
レ

備
。
所
レ

有
兵
士
宜
二

依
レ

舊
置
一。
諸
司
品
部
等
戸
。
本
司
徴
役
。
特
甚
二

平
民
一。
遂
令
二

逃
散
不
𩘿

聊
二

其
生
一。
如
レ

此

等
之
色
其
數
居
多
。
宜
下

量
二

閑
劇
一。
随
レ

事
省
却
上。
主
者
施
行
。

延
暦
十
一
年
六
月
七
日

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
十
八

軍
毅
兵
士
鎭
兵
事

太
政
官
符

應
二

依
レ

舊
置
二

兵
士
一

事

右
得
二

長
門
國
解
一

偁
。
謹
奉
二

去
延
暦
十
一
年
六
月
七
日
勅
書
一

偁
。
夫
兵
士
之
設
備
二

於
非
常
一。
傳
馬
之
用
給
二

於
行
人
一。
而
軍
毅
非
理
役

使
。
國
司
恣
心
乘
用
。
徒
致
二

公
家
之
費
一。
還
爲
二

姧
吏
之
資
一。
靜
言
二

於
此
一。
爲
レ

弊
良
深
。
宜
下

京
畿
及
七
道
諸
國
。
兵
士
傳
馬
並
從
二

停

廢
一

以
省
中

勞
役
上。
但
陸
奥
出
羽
佐
渡
等
國
及
大
宰
府
者
。
地
是
邊
要
不
レ

可
レ

無
レ

儲
。
所
レ

有
兵
士
宜
レ

依
レ

舊
者
。（
中
略
）

延
暦
廿
一
年
十
二
月

〔
弘
仁
格
抄
〕
下

格
卷
八

勅

同
十
一
年
六
月
七
日

○
、
諸
國
の
兵
士
を
悉
く
停
止
せ
し
こ
と
天
平
十
一
年
五
月
二
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
七

－

209
）、
舊
に
依
り
て
兵
士
を
點
差
せ
し
こ
と
同
十
八
年

十
二
月
十
日
（『
續
紀
史
料
』
八

－

575
）、
殷
富
の
百
姓
で
才
弓
馬
に
堪
へ
る
者
を
點
び
そ
の
当
番
ご
と
に
武
藝
を
習
は
し
め
、
徴
發
に
屬
て
し
こ

と
寶
龜
十
一
年
三
月
十
六
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

299
）
條
參
照
。

■

十
日
（
癸
巳
）
皇
太
子
久
し
く
病
む
。
諸
陵
頭
を
淡
路
國
に
遣
は
し
て
、
崇
道
天
皇
の
靈
に
謝
し
奉
ら
し
む
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

癸
巳
。
皇
太
子
久
病
。
卜
之
。
崇
道
天
皇
爲
レ

祟
。
遣
二

諸
陵
頭
調
使
王
等
於
淡
路
國
一。
奉
レ

謝
二

其
靈
一。
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【
參
考
】

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
二
十
五

帝
王
五

追
號
天
皇

崇
道
天
皇

延
暦
十
九
年
七
月
己
未

（
二
十
三
日
）。

詔
曰
。
朕
有
レ

所
レ

思
。
宜
下

故
皇
太
子
早
良
親
王
。
追
二

稱
祟
道
天
皇
一。
故
廢
皇
后
井
上
内
親
王
。
追
復
稱
二

皇

后
一。
其
墓
並
稱
中

山
陵
上。
令
下

從
五
位
上
守
近
衞
少
將
兼
春
宮
亮
丹
波
守
大
伴
宿
禰
是
成
。
率
二

陰
陽
師
衆
僧
一。
鎮
中

謝
在
二

淡
路
國
一

崇
道
天

皇
山
陵
上。
壬
戌

（
二
十
六
日
）。

分
二

淡
路
國
津
名
郡
戸
二
烟
一。
以
奉
レ

守
二

崇
道
天
皇
陵
一。
大
和
國
宇
智
郡
戸
一
烟
。
奉
レ

守
二

皇
后
陵
一。
甲
子

（
二
十
八
日
）。

遣
二

少
納

言
從
五
位
下
稱
城
王
等
一。
以
二

追
尊
事
一。
告
二

于
崇
道
天
皇
陵
一。
遣
二

散
位
從
五
位
下
葛
井
王
等
一。
以
二

復
位
事
一。
告
二

于
皇
后
陵
一。

○
廢
太
子
早
良
親
王
が
薨
ぜ
し
こ
と
延
暦
四
年
十
月
十
七
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

450
）、
親
王
を
崇
道
天
皇
と
追
稱
せ
し
こ
と
延
暦
十
九
年
七
月

二
十
三
日
條
参
照
。

■

十
四
日
（
丁
酉
）
諸
國
の
兵
士
、
邊
要
の
地
を
除
く
外
は
皆
停
廢
に
從
ふ
に
よ
り
、
兵
庫
の
鈴
藏
及
び
國
府
等
の
類
は

健
兒
を
差
し
て
守
衞
に
充
つ
。

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
十
八

健
兒
事

太
政
官
符

應
レ

差
二

健
兒
一

事

大
和
國
卅
人

河
内
國
卅
人

和
泉
國
廿
人

攝
津
國
卅
人

山
背
國
卅
人

伊
賀
國
卅
人

伊
勢
國
百
人

尾
張
國
五
十
人

參
河
國
卅
人

遠
江
國
六
十
人

駿
河
國
五
十
人

伊
豆
國
卅
人

甲
斐
國
卅
人

相
模
國
百
人

武
藏
國
百
五
人

安
房
國
卅
人

上
総
國
一
百
人

下
総
國
一
百
五
十
人

常
陸
國
二
百
人

近
江
國
二
百
人

美
濃
國
一
百
人

信
濃
國
一
百
人

上
野
國
一
百
人

下
野
國
一
百
人

若
狹
國
卅
人

越
前
國
一
百
人

能
登
國
五
十
人

越
中
國
五
十
人

越
後
國
一
百
人

丹
波
國
五
十
人

丹
後
國
卅
人

但
馬
國
五
十
人

因
幡
國
五
十
人

伯
耆
國
五
十
人

出
雲
國
一
百
人

石
見
國
卅
人

日
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史
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隱
岐
國
卅
人

播
磨
國
一
百
人

美
作
國
五
十
人

備
前
國
五
十
人

備
中
國
五
十
人

備
後
國
五
十
人

安
藝
國
卅
人

周
防
國
卅
人

長
門
國
五
十
人

紀
伊
國
卅
人

淡
路
國
卅
人

阿
波
國
卅
人

讃
岐
國
五
十
人

伊
豫
國
五
十
人

土
左
國
卅
人

以
前
被
二

右
大
臣

（
藤
原
繼
繩
）

宣
一

偁
。
奉
レ

勅
。
今
諸
國
兵
士
。
除
二

邊
要
地
一

之
外
。
皆
從
二

停
廢
一。
其
兵
庫
鈴
藏
及
國
府
等
類
。
宜
下

差
二

健
兒
一

以
充
中

守
衞
上。
宜
下

簡
二

差
郡
司
子
弟
一。
作
レ

番
令
𦌨

守
。

延
暦
十
一
年
六
月
十
四
日

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
十
七

蠲
免
事

太
政
官
符

應
レ

免
レ

調
健
兒
事

右
得
二

大
和
國
解
一

偁
。
依
二

太
政
官
去
延
暦
十
一
年
六
月
十
四
日
符
一。
差
二

件
人
等
一

令
レ

守
二

衞
國
庫
一。
以
二

五
人
一

爲
二

一
番
一。
即
分
二

卅
人
一

作
二

廿
四
番
一。
一
人
所
レ

直
六
十
箇
日
。
而
依
二

延
暦
十
四
年
閏
七
月
十
五
日
勅
書
一。
減
二

省
雜
傜
一。
卅
日
爲
レ

限
。
縁
レ

此
分
二

五
人
一

爲
二

兩

番
一。
人
數
減
少
不
レ

足
二

分
衞
一。
更
簡
二

點
之
一

加
二

一
倍
一

者
。
恐
傜
丁
欠
少
。
不
レ

堪
二

員
具
一。
望
請
。
准
二

承
前
兵
士
一

免
レ

調
者
。
被
二

大
納

言
從
三
位
神
王
宣
一

偁
。
奉
レ

勅
。
依
レ

請
。
山
城
河
内
攝
津
和
泉
亦
准
レ

此
。

延
暦
十
六
年
八
月
十
六
日

〔
政
事
要
略
〕
卷
第
五
十
九

交
替
雜
事

雜
傜

弘
兵
格
云
。
應
レ

免
レ

調
健
兒
事

右
得
二

大
和
國
解
一

偁
。
依
二

太
政
官
去
延
暦
十
一
年
六
月
十
四
日
符
一。
差
二

件
人
等
一

令
レ

守
二

衞
國
庫
一。
以
二

五
人
一

爲
二

一
番
一。
即
分
二

卅
人
一

作
二

廿
四
番
一。
一
人
所
レ

直
六
十
箇
日
。（
中
略
）

延
暦
十
六
年
八
月
十
六
日
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〔
弘
仁
格
抄
〕
下

格
卷
八

應
レ

差
二

健
兒
一

事

延
暦
十
一
年
六
月
十
四
日

○
兵
士
三
百
人
を
健
兒
と
し
せ
し
こ
と
天
平
五
年
十
一
月
十
四
日
（『
續
紀
史
料
』
六

－

282
）、
諸
道
の
健
兒
・
儲
士
・
選
士
の
田
租
・
雜
徭
の
半
ば

を
免
ぜ
し
こ
と
天
平
六
年
四
月
二
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
六

－

342
）、
東
海
・
東
山
・
山
陰
・
山
陽
・
西
海
等
の
道
の
諸
國
の
健
児
を
停
止
せ
し

こ
と
同
十
年
五
月
三
日
（『
續
紀
史
料
』
七

－

65
）、
伊
勢
・
近
江
・
美
濃
・
越
前
四
國
の
郡
司
子
弟
及
び
百
姓
の
年
四
十
已
下
二
十
已
上
で
弓
馬

を
練
習
せ
る
者
を
簡
點
し
て
健
兒
と
せ
し
こ
と
天
平
寶
字
六
年
二
月
十
二
日
條
（『
續
紀
史
料
』
十
二

－

325
）
條
參
照
。

■

十
七
日
（
庚
子
）
勅
し
て
、淡
路
國
を
し
て
崇
道
天
皇
の
冢
の
下
に
隍
を
置
き
、濫
穢
せ
し
む
る
こ
と
勿
ら
し
め
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
二
十
五

帝
王
五

追
號
天
皇

崇
道
天
皇

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
六
月
庚
子
。
勅
。
去
延
暦
九
年
。
令
下
二

淡
路
國
一

充
二

某
親
王
祟
道
天
皇
。
守
冢
一
烟
一。
兼
随
近
郡
司
專
中

當
其
事
上。
而

不
レ

存
二

警
衞
一。
致
レ

令
レ

有
レ

祟
。
自
今
以
後
。
冢
下
置
レ

隍
。
勿
レ

使
二

濫
穢
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

庚
子
。
勅
。
去
延
暦
九
年
。
令
下
二

淡
路
國
一

充
二

某
親
王
祟
道
天
皇
。
守
冢
一
烟
一。
兼
隨
近
郡
司
專
中

當
其
事
上。
而
不
レ

存
二

警
衞
一。
致
レ

令
レ

有
レ

祟
。

自
今
以
後
。
冢
下
置
レ

隍
。
勿
レ

使
二

濫
穢
一。

■

二
十
二
日
（
乙
巳
）
雷
雨
あ
り
て
潦
水
滂
沱
に
し
て
、
式
部
省
の
南
門
を
倒
仆
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

乙
巳
。
雷
雨
。
潦
水
滂
沱
。
式
部
省
南
門
爲
レ

之
倒
仆
。
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史
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史
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七
月
小

盡

甲
寅
朔

■

二
日
（
乙
卯
）
勅
し
て
、
六
世
以
下
の
王
、
姓
を
賜
は
ら
ん
こ
と
を
請
願
す
れ
ば
、
願
ふ
と
こ
ろ
の
姓
を
注
し
、
先
づ

官
に
申
し
然
る
後
に
行
は
し
め
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
九

政
理
一

法
制

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
秋
七
月
乙
卯
。
勅
。
頃
年
京
職
輙
賜
二

諸
王
姓
一。
即
著
二

籍
帳
一

以
成
レ

常
。
自
今
以
後
。
六
世
以
下
之
王
。
情

願
レ

賜
レ

姓
。
注
二

所
願
姓
一。
先
以
申
請
。
然
後
行
レ

之
。

○
『
類
聚
國
史
』
は
「
七
月
乙
卯
」（
二
日
）
に
作
る
も
、『
類
聚
三
代
格
』
を
は
じ
め
、『
弘
仁
格
抄
』
な
ど
は
い
づ
れ
も
「
三
日
」（
丙
辰
）
に
作

れ
ば
今
暫
く
こ
れ
に
從
ふ
。

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
十
七

國
諱
追
號
并
改
姓
名
事

太
政
官
符

不
レ

可
三

輙
改
二

王
之
姓
一

事

右
被
二

右
大
臣

（
藤
原
是
公
）

宣
一

偁
。
奉
レ

勅
。
如
レ

聞
。
頃
年
之
間
。
京
職
恣
改
二

王
姓
一。
輙
着
二

籍
帳
一。
積
習
爲
レ

常
。
於
事
レ

商
量
。
深
非
二

道
理
一。
自

今
以
後
。
不
レ

得
二

更
然
一。
先
注
二

所
レ

願
之
姓
一

申
レ

官
待
レ

報
。
然
後
改
レ

之
。

延
暦
十
一
年
七
月
三
日

〔
弘
仁
格
抄
〕
下

格
卷
九

不
レ

可
三

輙
改
二

王
之
姓
一

事

延
暦
十
一
年
七
月
三
日

〔
日
本
後
紀
〕
卷
十
二

桓
武
天
皇

延
暦
二
十
三
年
正
月
己
亥
（
二
十
三
日
）
條

己
亥
。
制
。
延
暦
十
一
年
七
月
三
日
格
。
六
世
已
下
王
。
情
願
レ

改
レ

姓
者
。
注
二

所
レ

願
之
姓
一。
先
申
レ

官
待
レ

報
。
然
後
改
レ

之
。
不
レ

得
二

輙
行
一

者
。
頃
年
之
間
。
未
レ

有
二

申
請
一。
既
違
二

格
旨
一。
自
今
以
後
。
除
二

承
嫡
一

之
外
。
猶
不
レ

改
者
。
宜
下

抑
二

止
計
帳
一。
不
𦌨

得
二

疎
漏
一。
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■

三
日
（
丙
辰
）
本
野
王
の
父
清
直
に
淡
海
眞
人
の
姓
を
賜
ふ
。

〔
日
本
三
代
實
録
〕
卷
第
三
十
八

陽
成
天
皇

元
慶
四
年
八
月
十
四
日
條

十
四
日
乙
未
。
正
六
位
上
本
野
王
賜
二

姓
淡
海
眞
人
一。
其
先
。
𧩎
レ

自
二

天
命
開
別
天
皇
之
後
一

也
。
本
野
自
言
。
親
父
清
直
。
延
暦
十
一
年

七
月
三
日
。
賜
二

姓
淡
海
眞
人
一。
而
本
野
脫
漏
不
レ

預
二

爲
臣
之
例
一。
故
追
賜
焉
。

■

齋
内
親
王
の
禊
の
用
度
は
神
郡
供
給
を
停
止
し
、
正
税
を
舂
き
備
へ
齋
宮
寮
家
に
運
び
送
ら
し
む
。
ま
た
、
神
郡
の
百

姓
の
請
ひ
に
よ
り
、
齋
宮
寮
年
料
の
乾
蒭
を
輸
す
こ
と
を
停
め
し
む
。

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
一

齋
王
事

太
政
官
符

一
齋
内
親
王
禊
用
度
事

右
内
親
王
行
レ

禊
之
日
。
依
レ

例
神
郡
供
給
。
及
儲
二

雜
物
一

宜
レ

停
二

止
之
一。
仍
齋
宮
寮
毎
レ

事
儲
レ

之
。
其
供
給
料
稻
二
百
卌
束
。
舂
二

備

正
税
一

運
二

送
寮
家
一。
但
夫
并
馬
。
依
二

承
前
例
一

神
郡
行
レ

之
。

一
齋
宮
寮
年
料
乾
蒭
事

右
蒭
依
レ

例
令
レ

輸
。
神
郡
百
姓
所
レ

進
三
千
斤
。
而
百
姓
等
申
云
。
調
庸
雜
傜
之
外
。
輸
二

件
乾
蒭
一。
艱
辛
殊
深
者
。
宜
下

停
レ

輸
レ

蒭
。

寮
差
二

神
戸
一

令
𦌨

苅
。
其
粮
食
料
充
二

用
正
税
一。

以
前
被
二

右
大
臣

（
藤
原
繼
繩
）

宣
一

偁
。
奉
レ

勅
。
如
レ

右
者
。
寮
依
レ

件
施
行
。
自
レ

今
以
後
永
爲
二

恒
例
一。

延
暦
十
一
年
七
月
三
日

■

五
日
（
戊
午
）
桑
棗
の
鞍
橋
を
禁
ず
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

七
月
戊
午
。
禁
二

桑
棗
鞍
橋
一。
但
舊
者
申
二

所
司
燒
印
一

用
レ

之
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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【
參
考
】

〔
延
喜
式
〕
卷
四
十
一

彈
正
臺

凡
禁
下

斷
刈
二

大
小
麥
靑
苗
一。
爲
二

馬
草
一

賣
中

買
。
并
桑
棗
木
鞍
橋
上。

■

二
十
四
日
（
丁
丑
）
曲
宴
あ
り
て
、
五
位
以
上
に
衣
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

七
月
丁
丑
。
曲
宴
。
賜
二

五
位
以
上
衣
一。

■

二
十
五
日
（
戊
寅
）
勅
し
て
、
夷
爾
散
南
阿
破
蘇
、
遠
く
王
化
を
慕
ひ
情
に
入
朝
を
望
む
に
よ
り
、
路
次
の
國
を
し
て

軍
士
三
百
騎
を
擇
び
て
國
堺
に
迎
接
し
、
專
ら
威
勢
を
示
さ
し
め
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
九
十

風
俗

俘
囚

七
月
戊
寅
。
勅
。
今
聞
。
夷
爾
散
南
公
阿
破
蘇
。
遠
慕
二

王
化
一。
情
望
二

入
朝
一。
言
二

其
忠
款
一。
深
有
レ

可
レ

嘉
。
宜
下

路
次
之
國
。
擇
二

壮
健

軍
士
三
百
騎
一。
迎
二

接
國
堺
一。
專
示
中

威
勢
上。

○
陸
奥
の
夷
俘
・
俘
囚
を
朝
堂
院
に
饗
し
、
爵
位
を
授
け
し
こ
と
本
年
十
一
月
三
日
條
に
見
ゆ
。

■

二
十
七
日
（
庚
辰
）
兩
京
の
豪
富
の
室
・
市
郭
の
人
、
送
終
の
禮
に
お
い
て
奢
靡
を
競
ひ
、
典
法
に
遵
は
ざ
れ
ば
、
自

今
以
後
更
に
然
る
こ
と
な
か
ら
し
む
。

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
十
九

禁
制
事

太
政
官
符

應
レ

禁
三

斷
兩
京
僣
二

奢
喪
儀
一

事

右
被
二

右
大
臣

（
藤
原
繼
繩
）

宣
一

偁
。
奉
レ

勅
。
送
終
之
禮
必
從
二

省
要
一。
如
レ

聞
。
豪
富
之
室
。
市
郭
之
人
。
猶
競
二

奢
靡
一

不
レ

遵
二

典
法
一。
遂
敢
妄
結
二

隊

伍
一

假
設
二

幡
鐘
一。
諸
如
レ

此
類
不
レ

可
二

勝
言
一。
貴
賤
既
無
二

等
差
一。
資
財
空
爲
二

損
耗
一。
既
𨋑
之
後
酣
醉
而
歸
。
非
三

唯
虧
二

損
風
教
一。
實
亦

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
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平
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深
二

蠧
公
私
一。
宜
レ

令
下
二

所
司
一

嚴
加
中

捉
搦
上。
自
今
以
後
勿
レ

使
二

更
然
一。
其
有
二

官
司
相
知
故
縱
一

者
。
与
二

所
犯
人
一

並
科
二

違
勅
罪
一。
仍
於
二

所
在
條
坊
及
要
路
一

明
加
二

牓
示
一。

延
暦
十
一
年
七
月
廿
七
日

〔
弘
仁
格
抄
〕
下

格
卷
九

應
レ

禁
三

斷
兩
京
僣
二

奢
喪
儀
一

事

延
暦
十
一
年
七
月
廿
七
日

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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八
月
大

盡

癸
未
朔

■

四
日
（
丙
戌
）
京
城
に
近
き
に
よ
り
、
山
城
國
紀
伊
郡
の
深
草
山
の
西
面
に
葬
埋
す
る
こ
と
を
禁
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
九

政
理
一

禁
制

十
一
年
八
月
丙
戌
。
禁
レ

葬
二

埋
山
城
國
紀
伊
郡
深
草
山
西
面
一。
縁
レ

近
二

京
城
一

也
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

八
月
丙
戌
。
禁
レ

葬
二

埋
山
城
國
深
草
山
西
面
一。
縁
レ

近
二

京
城
一

也
。

【
參
考
】

〔
令
義
解
〕
喪
葬

凡
皇
都
謂
。
天
子

所
居
也
。
。
及
道
路
謂
。
公
行
之

道
路
皆
是
。
側
近
。
並
不
レ

得
二

葬
埋
一。

■

九
日
（
辛
卯
）
大
雨
洪
水
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

辛
卯
。
大
雨
洪
水
。

■

十
一
日
（
癸
巳
）
赤
目
埼
に
幸
し
、
洪
水
を
覽
た
ま
ふ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

癸
巳
。
幸
二

赤
目
埼
一。
覽
二

洪
水
一。

■

十
二
日
（
甲
午
）
水
害
に
遇
ひ
し
百
姓
を
賑
贍
せ
し
む
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

甲
午
。
遣
𦄛

使
賑
二

贍
百
姓
一。
以
レ

遇
二

水
害
一

也
。

■

十
七
日
（
己
亥
）
曲
宴
あ
り
て
、
五
位
以
上
に
帛
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

八
月
己
亥
。
曲
宴
。
賜
二

五
位
以
上
帛
一

有
レ

差
。

■

二
十
日
（
壬
寅
）
制
を
下
し
て
、
隼
人
の
調
を
偏
く
輸
さ
し
む
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
九
十

風
俗

隼
人

十
一
年
八
月
壬
寅
。
制
。
頃
年
隼
人
之
調
。
或
輸
或
不
レ

輸
。
於
二

政
事
一。
甚
渉
二

不
平
一。
自
今
以
後
。
宜
レ

令
二

偏
輸
一。

■

雜

載

〔
長
岡
京
木
簡
〕（
木
簡
研
究
三

－

28
）

（
三
）・「
＜
讃
岐
國
山
田
郡
□
田

（
植
カ
）

郷
舎
□
×

（
人
カ
）

・「
＜
延
暦
十
一
年
八
月
七
日

(105)×
19×
3
039

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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九
月
大

盡

癸
丑
朔

■

四
日
（
丙
辰
）
曲
宴
あ
り
て
、
五
位
已
上
に
物
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

九
月
丙
辰
。
曲
宴
。
賜
二

五
位
已
上
物
一

有
レ

差
。

■

九
日
（
辛
酉
）
大
原
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

九
月
辛
酉
。
遊
二

獵
于
大
原
野
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

九
月
辛
酉
。
遊
二

獵
于
大
原
野
一。

■

二
十
一
日
（
癸
酉
）
栗
前
野
に
遊
獵
し
、
五
位
已
上
に
衣
被
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

癸
酉
。
遊
二

獵
于
栗
前
野
一。
賜
二

五
位
已
上
衣
被
一。

■

二
十
五
日
（
丁
丑
）
登
勒
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

丁
丑
。
遊
二

獵
于
登
勒
野
一。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
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紀
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平
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■

二
十
七
日
（
己
卯
）
任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

己
卯
。
任
官
。

〔
公
卿
補
任
〕
延
暦
十
五
年
條
・
弘
仁
元
年
條

（
參
議
）

從
四
位
下

紀
梶
長
四
十
二

（
中
略
）
十
一
年
九
月
己
卯
兵
部
少
輔
（
後
略
）

（
參
議
）

正
四
位
下

巨
勢
野
足
六
十
一

（
中
略
）
十
一
年
九
月
廿
七
日
己
卯
兼
陸
奥
介
。（
後
略
）

■

二
十
八
日
（
庚
辰
）
交
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

庚
辰
。
遊
二

獵
於
交
野
一。

■

雜

載

〔
長
岡
京
木
簡
〕（
木
簡
研
究
三

－

28
）

（
四
）・「
讃
岐
國
山
田
郡
□
□
郷

（
三
谷
カ
）

□
□
□
□

（
上
カ
）

□
□
」

・「
延
暦
十
一
年
九
月
一
日

」
173×

(9)×
3
081

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）
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十
月
小

盡

癸
未
朔

■

一
日
（
癸
未
）
外
虜
を
懷
く
る
に
よ
り
、
陸
奥
國
の
俘
囚
吉
弥
侯
部
眞
麻
呂
・
大
伴
部
宿
奈
麻
呂
に
位
を
授
く
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
九
十

風
俗

俘
囚

冬
十
月
癸
未
朔
。
陸
奥
國
俘
囚
吉
弥
侯
部
眞
麻
呂
。
大
伴
部
宿
奈
麻
呂
。
敍
二

外
從
五
位
下
一。
懷
二

外
虜
一

也
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

十
月
癸
未
朔
。
陸
奥
國
俘
囚
二
人
敍
二

外
從
五
位
下
一。
懷
二

外
虜
一

也
。

■

十
三
日
（
乙
未
）
大
原
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

十
月
乙
未
。
遊
二

獵
于
大
原
野
一。

■

二
十
五
日
（
丁
未
）
路
遠
き
を
以
て
相
模
國
の
橘
・
伊
豫
國
の
瓜
を
獻
ず
る
こ
と
を
停
む
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
三
十
三

帝
王
十
三

御
膳

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
十
月
丁
未
。
停
二

相
模
國
献
レ

橘
。
伊
豫
國
献
𩘿

瓜
。
以
二

路
遠
一

也
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
未
。
停
二

相
模
國
獻
レ

橘
。
伊
豫
國
獻
𩘿

瓜
。
以
二

路
遠
一

也
。

【
參
考
】

〔
延
喜
式
〕
卷
三
十
一

宮
内
省
・
卷
三
十
三

大
膳
下
・
卷
三
十
七

典
藥
寮

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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諸
國
例
貢
御
贄

（
中
略
）
相
模
。
甘
子
。

橘
子
。（
後
略
）

諸
國
貢
進
菓
子

（
中
略
）
相
模
國
。
橘
子
十
擔
。

柑
子
。

（
後
略
）

諸
國
進
年
料
雜
藥

伊
豫
國
卅
二
種
（
中
略
）
瓜
蔕
二
兩
（
後
略
）

○
こ
の
ほ
か
、
天
平
十
年
度
駿
河
國
正
税
帳
に
相
摸
國
の
橘
進
上
の
こ
と
見
ゆ
。

■

二
十
七
日
（
己
酉
）
五
位
已
上
の
上
日
は
内
裏
の
上
日
を
通
計
せ
し
む
。

〔
類
聚
符
宣
抄
〕
卷
第
十

五
位
已
上
朝
參
上
日

五
位
已
上
上
日
事

右
右
大
臣

（
藤
原
繼
繩
）

宣
。
太
政
官
所
レ

送
五
位
已
上
上
日
。
自
今
以
後
。
宜
レ

通
二

計
内
裏
上
日
一。
勿
三

獨
點
二

朝
座
上
日
一

而
已
。

延
暦
十
一
年
十
月
廿
七
日

即
日
面
召
二

式
部
大
丞
藤
原
友
人
一

宣
告
了
。

■

二
十
八
日
（
庚
戌
）
勅
し
て
、
京
畿
の
百
姓
に
田
を
班
ち
た
ま
ふ
は
、
男
の
分
は
令
に
依
り
、
其
餘
を
女
に
給
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
五
十
九

田
地
上

口
分
田

十
一
年
十
月
庚
戌
。
勅
。
班
二

京
畿
百
姓
田
一

者
。
男
分
依
レ

令
給
レ

之
。
以
二

其
餘
一

給
レ

女
。
其
奴
婢
者
。
不
レ

在
二

給
限
一。

○
本
年
の
班
田
の
た
め
に
、
畿
内
班
田
使
が
任
命
さ
れ
し
こ
と
延
暦
十
年
八
月
五
日
條
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

640
）、
葛
野
郡
の
口
分
田
が
京
に
収

公
さ
れ
る
に
よ
り
、
山
背
國
の
雜
色
田
を
百
姓
に
班
給
せ
し
こ
と
延
暦
十
二
年
七
月
十
五
日
條
參
照
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
一
年

（
史
料
編
纂
所
）

― 105―



十
一
月
大

盡

壬
子
朔

■

一
日
（
壬
子
）
日
、
蝕
す
る
こ
と
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

十
一
月
壬
子
朔
。
日
有
レ

蝕
。

■

三
日
（
甲
寅
）
陸
奥
の
夷
俘
・
俘
囚
を
朝
堂
院
に
饗
し
、
詔
し
て
、
爵
位
を
授
け
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
九
十

風
俗

俘
囚

十
一
月
甲
寅
。
饗
二

陸
奥
夷
俘
爾
散
南
公
阿
波
蘇
。
宇
漢
米
公
隱
賀
。
俘
囚
吉
弥
侯
部
荒
嶋
等
於
朝
堂
院
一。
阿
波
蘇
。
隱
賀
並
授
二

爵
第
一

等
一。
荒
嶋
外
從
五
位
下
。
以
レ

懷
レ

荒
也
。
詔
曰
。
蝦
夷
爾
散
南
公
阿
波
蘇
。
宇
賀
米
公
隱
賀
。
俘
囚
吉
弥
侯
部
荒
嶋
等
。
天
皇
朝
尓
參
上

仕
奉
弖
。
今
者
己
國
尓
罷
去
天
仕
奉
牟止
白
止
聞
食
行
弖
。
冠
位
上
賜
比
。
大
御
手
物
賜
久止
宣
。
又
宣
久
自
レ

今
往
前
母
伊
佐
乎
之久
仕
奉
波
。

益
々
須
治
賜
物
曾止
宣
大
命
乎
聞
食
止
宣
。

○
夷
爾
散
南
阿
破
蘇
、
入
朝
を
望
む
に
よ
り
、
路
次
の
國
を
し
て
軍
士
三
百
騎
を
擇
び
て
國
堺
に
迎
接
せ
し
め
し
こ
と
、
七
月
二
十
五
日
條
參
照
。

■

十
四
日
（
乙
丑
）
故
入
唐
大
使
藤
原
清
河
の
家
を
捨
し
て
寺
と
爲
し
、
濟
恩
院
と
號
づ
く
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
八
十

佛
道
七

諸
寺

十
一
年
十
一
月
乙
丑
。
聽
下

捨
二

故
入
唐
大
使
贈
從
二
位
藤
原
朝
臣
清
河
家
一

爲
𦌨

寺
。
号
曰
二

濟
恩
院
一。

○
藤
原
清
河
が
遣
唐
大
使
に
任
じ
ら
れ
し
こ
と
天
平
勝
寶
二
年
九
月
二
十
四
日
條
（『
續
紀
史
料
』
九
下

－

170
）
參
照
。
な
お
、
唐
で
客
死
せ
し
清
河

に
正
二
位
を
贈
り
し
こ
と
延
暦
二
十
二
年
三
月
丁
巳
（
三
日
）
條
に
見
ゆ
。

■

十
七
日
（
戊
辰
）
群
臣
を
宴
し
、
大
歌
・
彈
琴
の
人
に
位
を
授
く
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
九

神
祇
九

新
嘗
祭

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）

― 106―



十
一
年
十
一
月
戊
辰
。
宴
二

群
臣
一。
賜
レ

物
有
レ

差
。
大
歌
彈
琴
人
正
六
位
上
巨
勢
王
。
甘
南
備
眞
人
國
成
。
大
宅
朝
臣
廣
足
授
二

從
五
位
下
一。

■

十
九
日
（
庚
午
）
勅
し
て
、
位
・
季
祿
を
賜
ふ
時
は
、
自
づ
か
ら
大
藏
省
に
參
り
て
受
け
し
め
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
二
十

斷
罪
贖
銅
事

太
政
官
符

應
レ

送
二

五
位
已
上
歴
名
一

事

右
得
二

彈
正
臺
解
一

偁
。
去
延
暦
十
一
年
十
一
月
十
九
日
勅
。
例
賜
二

位
祿
季
祿
一

時
者
。
諸
五
位
已
上
自
參
二

大
藏
省
一

受
。
若
不
レ

參
者
彈

正
糺
レ

之
者
。
而
依
レ

無
二

歴
名
一

不
レ

便
レ

勘
レ

之
。
謹
請
二

處
分
一

者
。
右
大
臣

（
藤
原
内
麻
呂
）宣

。
奉
レ

勅
。
式
部
省
寫
二

五
位
已
上
歴
名
一

臨
レ

時
送
レ

臺
。
其

六
位
已
下
者
專
預
二

彼
省
一

者
。
宜
二

承
知
依
レ

宣
行
𩘿

之
。
自
今
以
後
。
永
爲
二

恒
例
一。

弘
仁
二
年
五
月
十
三
日

〔
政
事
要
略
〕
卷
第
二
十
七

年
中
行
事
十
一
月

給
春
夏
季
祿

弘
式
格
云
。
應
レ

送
二

五
位
以
上
歴
名
一

事

右
得
二

彈
正
臺
解
一

偁
。
去
延
暦
十
一
年
十
一
月
十
九
日
勅
。
例
賜
二

位
祿
季
祿
一

時
者
。
諸
五
位
以
上
。
自
參
二

大
藏
省
一

受
。
若
不
參
者
彈

正
糺
レ

之
者
。
而
依
レ

無
二

歴
名
一

不
レ

便
レ

勘
レ

之
。
謹
請
二

處
分
一

者
。
右
大
臣

（
藤
原
内
麻
呂
）宣

。
奉
レ

勅
。
式
部
省
寫
二

五
位
以
上
歴
名
一。
臨
時
送
レ

臺
。
其

六
位
以
下
者
。
專
預
二

彼
省
一

者
。
宜
二

承
知
依
レ

宣
行
𩘿

之
。
自
今
以
後
永
爲
二

恒
例
一。

弘
仁
二
年
五
月
十
三
日

■

勅
し
て
、
内
外
の
諸
司
の
人
、
薄
き
色
の
朝
服
を
着
る
こ
と
を
禁
ず
。

〔
政
事
要
略
〕
卷
第
六
十
七

糺
彈
雜
事

男
女
衣
服
并
資
用
雜
物

弘
彈
格
云
。
太
政
官
符
。
應
レ

聽
三

内
外
諸
司
人
着
二

薄
朝
服
一

事

右
撿
二

去
延
暦
十
一
年
十
一
月
十
九
日
勅
一。
例
禁
レ

着
二

件
色
一。
今
被
二

右
大
臣

（
藤
原
園
人
）

宣
一

偁
。
奉
レ

勅
。
自
今
以
後
。
宜
レ

莫
二

禁
制
一。
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弘
仁
五
年
閏
七
月
廿
六
日

〔
西
宮
記
〕
卷
第
三

裏
書

弘
仁
五
年
閏
七
月
廿
六
日
符
云
。
應
レ

聽
三

内
外
諸
司
人
着
二

薄
朝
服
一

事
。

右
撿
去
延
暦
十
一
ヽ
十
一
ヽ
十
九
ヽ
勅
例
。
禁
レ

着
二

件
色
一。
今
被
二

右
大
臣
宣
一

偁
。
奉
レ

勅
自
今
以
後
。
宜
莫
二

禁
制
一。

■

二
十
四
日
（
乙
亥
）
雪
雨
る
に
よ
り
、
近
衞
官
人
已
下
に
綿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
六
十
五

祥
瑞
上

雪

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
十
一
月
乙
亥
。
雨
レ

雪
。
近
衞
官
人
已
下
。
賜
レ

物
有
レ

差
。

■

二
十
五
日
（
丙
子
）
大
雪
に
よ
り
、
駕
輿
丁
已
上
に
綿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
六
十
五

祥
瑞
上

雪

丙
子
。
大
雪
。
駕
輿
丁
已
上
。
賜
レ

綿
有
レ

差
。

■

二
十
八
日
（
己
卯
）
永
え
に
出
羽
國
の
平
鹿
・
最
上
・
置
賜
三
郡
の
狄
の
田
租
を
免
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
八
十
三

政
理
五

免
租
税

十
一
年
十
一
月
己
卯
。
永
免
二

出
羽
國
平
鹿
。
最
上
。
置
賜
三
郡
狄
田
租
一。

■

年
中
の
出
擧
の
雜
用
を
除
く
諸
國
の
古
稻
は
、
咸
く
糙
と
爲
さ
し
む
。

〔
延
暦
交
替
式
〕

太
政
官
符
。
應
レ

糙
二

諸
國
古
稻
一

事
。
得
二

民
部
省
解
一

偁
。
被
二

太
政
官
去
延
暦
五
年
三
月
廿
八
日
宣
一

偁
。
諸
國
正
税
。
除
二

論
定
公
廨
并

年
中
雜
用
一

之
外
。
殘
穎
滿
二

卅
万
束
一。
宜
レ

返
二

却
正
税
帳
一。
若
不
レ

及
者
。
留
レ

帳
勘
申
者
。
諸
國
不
レ

務
二

糙
成
一

古
稻
稍
多
。
交
替
之
日
。
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彼
此
有
レ

煩
。
爲
レ

糙
之
時
。
還
陳
二

耗
損
一。
望
請
。
除
二

年
中
出
擧
雜
用
一

之
外
。
不
レ

遺
二

束
把
一。
咸
皆
爲
レ

糙
者
。
省
宜
承
知
。
依
レ

件
施
行
。

延
暦
十
一
年
十
一
月
廿
八
日

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
第
八

不
動
々
用
事

太
政
官
符

應
レ

停
乙

止
除
下

出
二

擧
正
税
一

本
稻
上

以
外
盡
令
甲
レ

糙
事

右
得
二

東
海
道
觀
察
使
從
三
位
行
式
部
卿
藤
原
朝
臣
葛
野
麻
呂
解
一

偁
。
撿
下

太
政
官
去
延
暦
十
八
年
五
月
廿
日
下
二

諸
國
一

符
上

偁
。
太
政
官

去
延
暦
十
七
年
九
月
十
七
日
符
偁
。
自
今
以
後
。
出
二

擧
正
税
一。
給
レ

穀
。
収
レ

穀
立
爲
二

恒
例
一

者
。
今
被
二

右
大
臣

（
神
王
）

宣
一

偁
。
奉
レ

勅
。
如

聞
。
稻
有
二

早
晩
一。
各
任
二

土
宜
一。
而
盡
レ

穎
爲
レ

穀
。
種
子
難
レ

弁
。
宜
下

本
者
収
レ

穎
利
者
納
レ

穀
。
不
レ

絶
二

本
穎
一。
廻
充
二

種
子
一。
本
稻
之

外
不
𦌨

得
レ

収
レ

穎
。
若
有
二

過
レ

限
収
𩘿

穎
者
。
國
郡
官
司
科
二

違
勅
罪
一

者
。
今
或
國
司
等
偏
執
二

此
符
一。
公
廨
利
稻
并
年
中
雜
用
皆
悉

令
レ

糙
。
其
収
レ

糙
之
儲
將
レ

充
二

遠
貯
一。
而
今
日
勞
レ

糙
。
明
年
盡
用
。
徒
有
二

民
弊
一。
曽
無
二

公
益
一。
望
請
。
依
二

延
暦
十
一
年
十
一

月
二
十
八
日
符
一。
年
中
雜
用
并
公
廨
等
稻
不
レ

勞
レ

爲
レ

糙
。
以
省
二

民
弊
一

者
。
右
大
臣

（
藤
原
内
麻
呂
）

宣
。
奉
レ

勅
。
依
レ

請
。

大
同
元
年
八
月
廿
五
日

〔
日
本
後
紀
〕
卷
十
四

平
城
天
皇

大
同
元
年
八
月
乙
酉
（
二
十
五
日
）
條

乙
酉
。
參
議
東
海
道
観
察
使
從
三
位
藤
原
朝
臣
葛
野
麻
呂
言
。
延
暦
十
七
年
格
。
出
二

挙
正
税
一。
給
レ

穀
収
レ

穀
。
立
爲
二

恒
例
一

者
。
而
今

奉
レ

勅
。
稻
有
二

早
晩
一。
各
任
二

土
宜
一。
而
盡
レ

穎
爲
レ

穀
。
種
子
難
レ

辨
。
宜
下

本
者
収
レ

穎
。
利
者
納
レ

穀
。
不
レ

絶
二

本
穎
一。
廻
充
二

種
子
一。
本

稻
之
外
。
不
𦌨

得
レ

収
レ

穎
。
若
有
二

過
レ

限
収
𩘿

穎
者
。
國
郡
官
司
。
科
二

違
勅
罪
一

者
。
今
或
國
司
等
。
偏
執
二

此
格
一。
公
廨
利
稻
并
年
中
雜

用
。
皆
悉
令
レ

糙
。
其
収
二

穎
穀
一

之
意
。
本
爲
二

遠
貯
一。
而
今
日
労
レ

糙
。
明
年
盡
用
。
從
有
二

民
弊
一。
曽
无
二

公
益
一。
伏
望
依
二

延
暦
十
一
年

十
一
月
廿
八
日
格
一。
年
中
雜
用
并
公
廨
等
稻
。
不
レ

労
レ

爲
レ

糙
。
以
省
二

民
弊
一

者
。
許
レ

之
。

○
『
日
本
後
紀
』
の
文
は
、『
類
聚
國
史
』
卷
八
十
三
、
政
理
五
に
も
見
ゆ
。
な
お
、
諸
國
の
正
税
の
殘
穎
が
卅
万
束
に
滿
つ
れ
ば
正
税
帳
を
返
却
し
、

及
ば
ざ
れ
ば
帳
を
留
め
て
勘
申
せ
し
こ
と
延
暦
五
年
三
月
二
十
八
日
條
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

24
）
參
照
。
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閏
十
一
月
小

盡

壬
午
朔

■

一
日
（
壬
午
）
新
た
に
彈
例
八
十
三
條
を
制
し
、
彈
正
臺
に
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七

職
官
十
二

彈
正
臺

桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
閏
十
一
月
壬
午
朔
。
新
制
二

彈
例
八
十
三
條
一。
賜
二

彈
正
臺
一。
文
多
不
レ

載
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

閏
十
一
月
壬
午
朔
。
新
彈
例
八
十
三
條
賜
二

彈
正
臺
一。

【
參
考
】

〔
彈
例
〕
逸
文

・
彈
例
云
。
四
月
八
日
。
七
月
十
五
日
。
京
中
諸
寺
齋
會
之
時
。
遣
巡
察
彈
正
等
。
糺
彈
非
違
事
。（『
本
朝
月
令
』
四
月
八
日
灌
佛
、『
執
柄
家
年

中
行
事
』
四
月
八
日
彈
正
檢
察
東
西
寺
事
）

・
彈
例
曰
。
凡
相
二

遇
親
王
一

者
。
三
位
下
馬
而
立
。
四
位
已
下
跪
坐
。
但
大
臣
𩠴
馬
側
立
。（
中
略
）
又
條
云
。
三
位
二

於
宮
中
一

遇
二

親
王
一

者
。
跪
坐
。
但
大
臣
不
レ

得
二

跪
坐
一

者
。
為
見
古
禮
載
之
。
依
二

式
文
一

不
レ

行
。（『
政
事
要
略
』
巻
六
十
九
、
致
敬
拜
禮
下
馬
）

・
彈
例
云
。
若
座
無
弼
已
上
官
者
。
不
レ

得
レ

輙
二

五
位
已
上
一

者
。
若
座
無
レ

佐
。
縱
雖
レ

有
レ

尉
。
至
二

于
五
位
以
上
一。
猶
似
不
レ

可
二

推
勘
一

也
。（『
政
事
要
略
』
巻
六
十
一
、
檢
非
違
使
）

・
彈
例
云
。
衣
之
體
制
。
准
袖
裁
縫
。
其
表
衣
長
令
見
袴
襴
。
不
レ

得
レ

著
レ

地
。
襖
子
。
汗
袗
。
宜
亦
准
レ

此
減
却
。（『
政
事
要
略
』
巻
六
十
七
、

男
女
衣
服
并
資
用
雜
物
）

・
又
去
大
同
二
年
八
月
十
九
日
下
彈
正
台
例
云
。
雜
石
腰
帯
。
畫
飾
大
刀
。
及
素
木
鞍
橋
。
獨
射
□
葦
鹿
□
羆
皮
等
。
一
切
禁
斷
者
。

（『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
乙
丑
條
）

・
依
二

大
同
二
年
八
月
十
九
日
彈
例
一。
爲
見
二

古
所
レ

制
一

者
。
一
切
禁
斷
。（『
西
宮
記
』
臨
時
八
、
服
者
装
束
）
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・
依
二

大
同
四
年
五
月
十
二
日
謄
勅
符
一。
更
聽
二

著
用
一。（『
西
宮
記
』
臨
時
八
、
服
者
装
束
）

・
今
案
彈
例
云
。
彈
官
人
及
雑
色
人
者
。
具
録
二

犯
状
一

移
二

刑
部
省
一

令
二

斷
罪
一

者
。（『
類
聚
三
代
格
』
卷
二
十
、
斷
罪
贖
銅
事
、
嘉
祥
二
年
十
二
月

十
六
日
太
政
官
符
）

・
去
延
暦
十
一
年
十
一
月
十
九
日
勅
。
例
賜
二

位
禄
季
禄
一

時
者
。
諸
五
位
已
上
自
參
二

大
藏
省
一

受
。
若
不
レ

參
者
彈
正
レ

糺
之
者
。（『
類
聚
三

代
格
』
卷
二
十
、
斷
罪
贖
銅
事
九
、
弘
仁
二
年
五
月
十
三
日
太
政
官
符
）

○
新
彈
例
が
公
布
さ
れ
し
こ
と
本
年
十
一
月
十
九
日
條
參
照
。
な
お
、
再
び
彈
例
が
制
定
さ
れ
し
こ
と
大
同
二
年
八
月
十
九
日
條
に
見
ゆ
。

■

任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

閏
十
一
月
壬
午
朔
。（
中
略
）
任
官
。

■

二
日
（
癸
未
）
水
生
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

閏
十
一
月
癸
未
。
遊
二

獵
于
水
生
野
一。

■

四
日
（
乙
酉
）
多
治
比
眞
人
子
姉
卒
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

乙
酉
。
多
治
比
子
姉
卒
。
參
議
大
中
臣
諸
魚
母
也
。
先
レ

是
。

家
譜

諸
魚
進
二

家
譜
一

云
。
中
臣
朝
臣
任
二

神
祇
伯
一

者
。
是
天
照
大
神
神
主
也
。

累
世
相
承
。
遭
レ

喪
不
レ

解
者
。
勅
。
雖
レ

不
レ

躬
二

喪
紀
一。
不
レ

可
レ

供
二

神
事
一。
宜
レ

令
レ

修
二

其
服
一。

〔
祭
主
補
任
〕

乙
酉
。
從
四
位
□
多
治
比
眞
人
子
姉
卒
。
故
右
大
臣
正
二
位
大
中
臣
朝
臣
清
麻
呂
之
妻
。
參
議
從
四
位
下
守
近
衞
大
將
兼
神
祇
伯
行
式
部
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大
輔
近
江
守
諸
魚
之
母
也

中
臣
朝
臣
清
麻
呂
の
妻
、
諸

魚
の
母

。
中
臣
朝
臣
任
二

神
祇
伯
一

者
。
是
天
照
大
神
神
主
也
。
累
世
相
承
。
遭
レ

喪
不
レ

解
者
。
勅
。
雖
レ

不
レ

躬
二

喪
紀
一。

不
レ

可
レ

供
二

神
事
一。
宜
レ

令
レ

修
二

其
服
一。

〇
無
位
か
ら
從
五
位
下
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
神
護
景
雲
二
年
十
月
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
五

－

100
）、
從
五
位
上
よ
り
正
五
位
下
に
敍
せ
ら
れ
し

こ
と
寶
亀
三
年
正
月
十
日
（『
續
紀
史
料
』
十
六

－

313
）、
右
大
臣
第
へ
行
幸
あ
り
し
時
正
五
位
上
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
三
年
二
月
十
七
日
（『
續

紀
史
料
』
十
六

－

325
）、
從
四
位
下
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
七
年
正
月
七
日
（『
續
紀
史
料
』
十
七

－

314
）、
右
大
臣
第
へ
行
幸
あ
り
し
時
從
四
位
上

に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
同
九
年
四
月
十
八
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

31
）、
正
四
位
下
に
敍
せ
ら
れ
し
こ
と
延
暦
五
年
正
月
十
四
日
條
（『
續
紀
史
料
』

二
十

－

9
）
参
照
。

■

七
日
（
戊
子
）
諸
院
を
巡
幸
し
た
ま
ふ
。
還
宮
し
、
從
官
に
祿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
巡
幸

閏
十
一
月
戊
子
。
巡
二

幸
諸
院
一。
還
宮
。
賜
二

從
官
祿
一

有
レ

差
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

戊
子
。
巡
二

幸
諸
院
一。

■

九
日
（
庚
寅
）
葛
葉
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

庚
寅
。
遊
二

獵
于
葛
葉
野
一。

■

十
一
日
（
壬
辰
）
畿
内
の
百
姓
、
或
ひ
は
戸
口
を
増
し
、
或
ひ
は
生
年
を
加
へ
姧
詐
多
し
。
勅
し
て
、
眞
僞
を
勘
し
て

田
を
給
ふ
べ
し
と
の
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
五
十
九

田
地
上

口
分
田

閏
十
一
月
壬
辰
。
勅
。
今
聞
。
畿
内
百
姓
。
姧
詐
多
端
。
或
競
増
二

戸
口
一。
或
浪
加
二

生
年
一。
宜
下

勘
二

眞
僞
一。
乃
給
中

其
田
上。
若
致
二

踈
略
一。

處
以
二

重
科
一。
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■

伊
豫
國
、
白
鹿
を
獻
る
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

壬
辰
。
伊
豫
國
獻
二

白
鹿
一。

【
參
考
】

〔
延
喜
式
〕
卷
二
十
一

治
部
省

（
前
略
）
白
鹿
仁
鹿
也
。
色

如
二

霜
雪
一。
（
中
略
）

右
上
瑞

■

十
六
日
（
丁
酉
）
大
原
野
に
遊
獵
し
、
五
位
已
上
に
綿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

丁
酉
。
遊
二

獵
于
大
原
野
一。
日
暮
還
宮
。
賜
二

五
位
已
上
綿
一

有
レ

差
。

■

十
八
日
（
己
亥
）
高
橋
津
に
幸
し
、
石
作
丘
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

己
亥
。
幸
二

高
橋
津
一。
便
遊
二

獵
于
石
作
丘
一。

■

二
十
日
（
辛
丑
）
明
經
の
徒
に
漢
音
を
習
は
し
む
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

辛
丑
。
勅
。
明
經
之
徒
。
不
レ

事
レ

習
レ

音
。
發
聲
誦
讀
。
既
致
二

訛
謬
一。
宜
レ

熟
二

習
漢
音
一。
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〔
弘
仁
格
抄
〕
上

格
卷
三

應
レ

令
下
二

明
經
生
一

習
𦌨

音
事

延
暦
十
一
年
閏
十
一
月
廿
日

○
漢
音
を
習
は
ざ
る
年
分
度
者
の
得
度
を
認
め
ざ
る
こ
と
延
暦
十
二
年
四
月
二
十
八
日
條
參
照
。

■

二
十
四
日
（
乙
巳
）
登
勒
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

乙
巳
。
遊
二

獵
于
登
勒
野
一。

■

二
十
八
日
（
己
酉
）
征
東
大
使
大
伴
乙
麻
呂
、
辭
見
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

己
酉
。
征
東
大
使
大
伴
乙
麿
辭
見
。

○
乙
麻
呂
（
弟
麻
呂
）
に
節
刀
を
賜
ひ
し
こ
と
延
暦
十
三
年
正
月
一
日
條
、
節
刀
を
進
り
し
こ
と
同
十
四
年
正
月
二
十
九
日
條
、
征
夷
大
將
軍
以
下

に
爵
級
を
賜
ひ
し
こ
と
同
年
二
月
二
日
條
參
照
。
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十
二
月
小

盡

辛
亥
朔

■

二
十
七
日
（
丁
丑
）
恪
勤
を
懈
ら
ぬ
東
大
寺
の
金
光
明
寺
奴
廣
前
ら
、
天
平
勝
寶
元
年
十
二
月
廿
七
日
の
勅
旨
に
依
り

て
、
放
免
し
良
に
從
は
し
む
。

〔
東
大
寺
要
録
〕
卷
第
十

雜
事
章
之
餘

日
本
後
紀

四
十
卷

延
暦
十
一
年
十
二
月
丁
丑
。
東
大
寺
三
綱
言
。
案
二

去
天
平
勝
寶
元
年
十
二
月
廿
七
日
勅
一

曰
。
以
二

奴
婢
等
一

奉
レ

施
二

金
光
明
寺
一。
其
年

至
二

六
十
已
上
一

及
癈
疾
者
。
准
二

官
奴
婢
一。
依
レ

命
行
レ

之
。
雖
レ

非
二

高
年
一。
立
性
恪
勤
。
駈
使
無
レ

違
。
衆
僧
矜
請
。
放
免
從
レ

良
者
。
今

奴
廣
前
等
。
恪
勤
非
レ

懈
。
駈
使
合
レ

心
。
伏
請
從
レ

良
。
許
レ

之
焉
。

○
東
大
寺
に
奴
婢
を
施
入
せ
し
こ
と
天
平
勝
寶
元
年
十
二
月
二
十
七
日
條
（『
續
紀
史
料
』
九
上

－

706
）
參
照
。
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是

歳

雜
載

■

〔日
本
後
紀
〕
卷
二
十
二

嵯
峨
天
皇

弘
仁
三
年
六
月
辛
丑
（
十
五
日
）
條

辛
丑
。
大
和
國
人
故
正
六
位
上
忍
海
原
連
鷹
取
追
賜
二

姓
朝
野
宿
祢
一。
鷹
取
之
子
從
五
位
下
朝
野
宿
祢
鹿
取
言
。
去
延
歴
十
一
年
詐
爲
二

叔

父
正
六
位
上
朝
野
宿
祢
道
長
之
子
一。
既
得
二

出
身
一

并
改
レ

姓
。
今
道
長
自
有
二

継
嗣
一。
伏
請
還
二

付
本
生
一。
得
レ

承
二

家
門
一

者
。
許
レ

之
。
又

依
二

鹿
取
請
一。
追
改
二

鷹
取
姓
一。

■

〔續
日
本
後
紀
〕
卷
十
三

仁
明
天
皇

承
和
十
年
六
月
戊
辰
（
十
一
日
）
條

戊
辰
。
參
議
從
三
位
勲
六
等
兼
越
中
守
朝
野
朝
臣
鹿
取
薨
。
鹿
取
者
。
元
大
和
國
人
。
正
六
位
上
忍
海
原
連
鷹
取
之
子
也
。
叔
父
從
六
位

上
朝
野
宿
祢
道
長
爲
レ

子
出
身
。
延
暦
十
一
年
自
言
帰
二

父
戸
一。
追
賜
二

父
鷹
取
姓
宿
祢
一。（
後
略
）

■

〔公
卿
補
任
〕

延
暦
十
一
年
壬申

右
大
臣

從
二
位

藤
繼
繩

皇
太
子
傅
。
中
衞
大
將
。

大
納
言

正
三
位

同
小
黒
麿

中
務
卿
。
皇
后
宮
大
夫
。

紀
船
守
六
十
二

四
月
二
日
薨
。
式
部
卿
。
近
衞
大
將
。
天
皇
甚
哀

悼
。
不
視
事
三
日
。
贈
右
大
臣
正
二
位
。〔
參
議

五
年
。
中
納
言
七
年
。
近
衞
大
將
八
年
。
大
納
言
二

年
。〕

參
議

正
四
位
上

神
王

彈
正
尹
。
下
總
守
。

紀
古
佐
美
六
十

征
夷
大
將
軍
。
中
衞
中
將
。
二
月
兼
但
馬

守
。
四
月
兼
右
衞
門
督
。
春
宮
大
夫
左
大
辨

如
元
。

正
四
位
下

壹
志
濃
王
六
十

治
部
卿
。
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從
四
位
上

大
伴
潔
足
七
十
七

兵
部
卿
。
十
月
二
日
卒
（
勞
三
年
）。

石
川
眞
守

右
大
辨
。
二
月
丁
亥
兼
大
和
守
。
四
月
轉
兼
左

京
大
夫
。

從
四
位
下

大
中
臣
諸
魚

四
月
乙
巳
兼
近
衞
大
將
。
伯
。
式
部
大
輔
。

藤
雄
友

左
衞
門
督
。
播
磨
守
。
四
月
乙
巳
任
大
藏
卿
。

〔
七
大
寺
年
表
〕

延
暦
十
一
年
壬
申

同
帝

僧
正
善
珠

大
僧
都
賢
璟

少
僧
都
行
賀
興
福
寺

別

當

玄

燐
卒
歟
辭
歟
。

故
大
徳
弟
子

中
律
師
善
榮

律
師
善
上

等

定

永

忠

善

藻

善

謝

是
年
。
近
江
國
水
田
一
百
町
。
勅
施
二

入
梵
釋
寺
一。

〔
元
亨
釋
書
〕
卷
第
二
十
三

資
治
未
四

桓
武

十
有
一
年
。（
中
略
）
納
二

田
于
梵
釋
寺
一。

日
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史
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